
103 

 

令和2年度 厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

精神科救急医療における質向上と医療提供体制の最適化に資する研究 

分担研究報告書 

 

精神科救急と一般救急の医療連携体制強化による医療の質向上と 

医療提供体制の最適化に資する研究 

 

研究分担者：橋本 聡  （国立病院機構熊本医療センター） 

研究協力者：日野耕介（横浜市立大学附属市民総合医療センター），井上幸代（高松赤十字病院），北元健

（医療法人社団碧水会 長谷川病院），河嶌譲（国立病院機構災害医療センター），兼久雅之（大分県立病院 

精神医療センター），五明佐也香（獨協医科大学埼玉医療センター），来住由樹（岡山県精神科医療センタ

ー），庄野昌弘（佐藤会弓削病院），三宅康史（帝京大学医学部附属病院） 

要旨 

目的） 精神科救急医療と一般救急医療との連携、特に身体合併精神科救急症例における連携の課

題について調査を実施し、連携の円滑化による改善、医療の質向上ならびに医療提供体制の最適化

に資する提言を行うこと。 

 

方法） 令和 2年度は 3つの課題に取り組んだ。まず、①全国消防本部対象の搬送困難事例調査の

解析について、過年度（平成 29-30年度）の厚生労働科学研究として実施した全国データを、令和元

年度にデータクリーニングを実施して基礎データの集計を終わらせていたため、令和 2年度では、精

神科救急に関する連携円滑化の消防局提案の解析、各消防本部における精神科傷病者多数受入上

位 2施設の施設機能の解析を行った。次に、②簡易的に精神科疾患の緊急度と診断類型を判断する

トリアージ＆スクリーニングツール（Japan Emergency Psychiatry Scale－Expert opinion 

version、以下 JEPS-Ex）の開発検証について、過年度、平成 29年度の厚生労働科学研究として分

担班内での素案作成を行い、平成 30年度にエキスパートオピニオンによる内容検証を終え、令和元

年度は実施検証に向け分担班内でツール構成の検証を終わらせていたため、令和 2年度では全国 5

施設の救急告示病院において、救急医による JEPS-Ex評価に対して精神科医による精神科判断を

外的基準とする実地検証を行った。最後、③身体合併精神科症例の医療連携連絡票の開発検証につ

いて、過年度（令和元年度）、分担班内で地域連携パス案を作成し、また、全国で開催される成人教育

コンテンツである PEEC（Psychiatric Evaluation in Emergency Careの略）コースの参加者を対象

に救急病院勤務の医療従事者よりパス構成項目への検証を受けていたため、令和 2年度では、地域

連携循環型クリティカルパスのバリエーションとして医療連携連絡票を作成し、この連絡票の収載項目

について、全国の精神科救急に従事する精神科医より同意度を確認する WEB調査を実施した。 

 

結果） ①今回、精神科救急に関する初の全国データを検討することが出来た。傷病者の搬送及び受

入れの実施に関する基準の策定を通じて、精神科傷病者の受入れ照会回数は過去の類似報告と比し

て大きく改善していたが、現場滞在時間という点では課題が残るままだった。また、消防局回答の傾向

から、精神科傷病者であっても一定程度身体不調を伴っている可能性があり、受け入れ施設において

一定程度身体面の評価や検査が出来る体制整備が必要と考えられた。さらに、救急隊が搬送する精



104 

 

神科傷病者を多数受け入れている施設の機能を検討した結果、一般病床と精神科病床を併設する施

設、地域の救急告示病院に無床精神科が併設する施設、救命救急センターを有する施設、精神科救

急認可施設などが、搬送受入れに貢献していることがわかった。 

 ②新型コロナ感染症蔓延のため調査計画に支障は出たが、限られた症例ではあるが貴重な知見が

得られた。JEPS-Ex を構成するメディカルクリアランスパート、簡易的精神症状評価パート、緊急度判

定（緑・黄・橙・赤）については構成妥当性が確認された。簡易的精神症状評価より緑判定が下された

場合、精神疾患の存在が疑われたとしても外来帰宅が予想される。また、緊急度判定が高くなればなる

ほど、精神科医の判断する重症度も高くなる傾向が確認された。検証作業を経て JEPS-Exのバージョ

ンアップを行った（付録 3-1、付録 3-2、付録 3-3）。 

 ③全国の精神科救急に従事する精神科医を対象に WEB調査を実施して、連絡票の収載項目に関

する同意度を確認した結果、構成する基本シート、依頼シート、報告シートのいずれも高い同意度を得

た。過年度より進めてきた精査の結果、本連絡票に収載される項目が、身体合併精神科症例の医療連

携を図るうえでの必要十分な情報だと理解された。臨床にて活用可能な形を模索し、今回は診療情報

提供書の案を作成した（付録 1、付録 2）。 

 

考察） ①現場滞在時間の短縮を達成するため、課題 2で取り上げる JEPS-Exなどのツールが有効

かも知れない。また、精神科傷病者の受入れに伴い、一定の頻度で身体疾患の評価や管理をしなけれ

ばならない可能性が高いことについて、常時対応型施設では圏域内の救急告示病院と有機的な連携

が図れるようなインセンティブ設定が望ましい。今後整備されるべきは、1．救命救急センターを併設す

る有床精神総合病院、2．地域救急医療を担う救急告示病院に併設する無床精神科、3．精神科救急

入院料認可施設などの 3つで、地域の人口規模、すでにある医療資源などを考慮して整備が図られる

べきであると考えられた。 

 ②検証プロセスを容易にするため救急外来で検証を行ったため、JEPS-Exの本来的使い手である

病院前救護のスタッフでは検証できていないものの、救急医が使用するうえでは意義のあるツールとい

える。今後は傷病者の搬送及び受入れの実施基準の第 3号基準（観察基準）への活用などが考えら

れる。多数例での再検証を行うことが望ましい。 

 ③連絡票の構成内容について妥当性は得られたため、今回は、広く臨床で用いられている診療情報

提供書をグレードアップさせる形を提案した。救急医側にもインセンティブが伴う形での展開が望まし

い。 

A.研究の背景と目的 

 精神障害者の地域移行は国の重要施策であり、

精神科疾患を抱えたものが安定的な生活を営む

ためには、「多様な精神疾患等に対応できる医療

連携体制の構築」が必要である。この柱の一つに

は精神科患者が身体合併症を抱えた際（以下、身

体合併精神科症例）の対応があげられ、特に一刻

を争う救急医療では専門対応を担う関係機関との

迅速かつ効率的な連携が求められるようになって

来ている。このためには身体合併精神科症例の対

応について、精神科救急医療を含む関係機関が

共通認識を持ち、共通言語を用いて情報伝達を

行うことが不可欠である。 

 私たちは過年度の厚生労働省科学研究（以下、

厚労科研）において、行政、精神科医療、一般救

急医療、精神保健福祉支援等の連携実態の把握

と課題抽出に努めてきた。今年度は以下 3つの課

題に取り組んだ。 
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 課題の第一として、平成 29・30年度の厚労科研

において、全国の地域メディカルコントロール協議

会（以下、MC協議会）（n=252）ならびに消防本

部（n=732）を対象としたアンケート調査を実施して

いるため、「本邦の救急搬送困難事例における精

神科救急的側面の実態調査（第三相）」を行うこと

とした。すでに過年度調査は本邦でこれまで類を

見ない精神科救急に関する全国大規模調査であ

り、単純酩酊といったアルコール問題が「精神科傷

病者」に含まれることで実態が不明瞭になっている

可能性、精神科傷病者・自損行為傷病者における

受け入れ拒否理由として処置困難が最大であるこ

と、受入照会回数の増加や現場滞在時間の延長

は地域差が大きいこと、そして、MC協議会の視

点からは地域における救急科と精神科との協議・

相互連携の強化が望ましいと考えられていることな

どが明らかになっている。その一方、精神科傷病

者ならびに自損行為傷病者を受け入れた各消防

圏域の上位 2施設に関する施設機能の特徴を明

らかになっておらず、地域の救急医療に資する精

神科施設機能は何かを解析する必要がある。ま

た、アンケートに回答した消防本部より、精神科傷

病者の搬送困難事例化を改善するための意見

（自由記載）を得ているため、これらは地域におけ

る精神科－救急科連携の課題を多数含んでいる

ため解析が必要である。 

 課題の第二として、精神科救急トリアージ＆スクリ

ーニングツールの臨床使用を通じた検証作業を行

うこととした。今回研究に関する諸領域間の情報伝

達を行う際、従来、共通言語・共通認識を簡便に

やり取りできるツールは存在しておらず、本課題は

非常に重要である。 

 課題の第三として、身体合併精神科症例の医療

連携連絡票（以下、連絡票）について、精神科救

急医からのエキスパートを対象にアンケート調査を

実施し、連絡票の構成内容についての同意度を

検証することとした。過年度ではクリティカルパスを

用いた情報伝達の標準化を考えていたところ、精

神疾患患者が糖代謝異常・消化器異常などの合

併症を抱えることは珍しくなく、高齢化に伴って合

併症頻度も増え、また、身体合併症治療に際して

常に同じ救急病院と連携するとは限らない現実か

ら、循環型パスのバリエーションとして手帳もしくは

連絡票形式でのフォーマット作成を考えていた。

実務者の負担感を確認しつつ、実臨床で利用可

能な体裁を提案することを考えた。 

  

B.研究方法 

課題 1．本邦の救急搬送困難事例における精神

科救急的側面の実態調査（第三相） 

（方法）令和元年度の科学研究として、平成 29年

度厚生労働科学研究補助金障害者政策総合研

究事業（精神障害分野）精神科救急および急性期

医療の質向上に関する政策研究：精神科救急及

び急性期医療における一般救急医療との連携の

構築に関する研究（以下、平成 29年調査）の付

録 3について、全国の地域MC協議会ならびに

消防本部へ実施回収した内容につき、表記の統

一、回答パターンの疑義確認と修正を行っている

（第二相データクリーニング）。 

 第二相データクリーニングの結果をもとに、精神

科傷病者の搬送実態を整理した。具体的には、精

神科傷病者の現場出場時の病院受け入れ先照会

回数、現場滞在時間について、公的資料を用いて

急病、産科、小児科などとの比較を行った。 

次に、平成 29年調査の基本シート質問 2 より、

搬送困難事例化に関係する疾患要因・病名要因

などを確認した。 
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また、同シートの医療連携円滑化に関する質問

から、消防局の見解としてどのような対策が必要か

を整理した。この医療連携円滑化に関する質問に

は自由記載欄が設けられており、この記載を短い

文章として切り分け、KJ法を用いて内容分析を行

った。 

令和元年度調査の際に医療連携強化が「不要」

と回答した消防本部が若干ながら存在し、それら

の消防本部に対しては追加でメールもしくは電話

にてヒアリングを行い、平成 29年調査の質問票と

対比できる形で情報収集を行い解析した。 

本邦の搬送困難事例における精神科救急的側

面の実態調査については、精神科傷病者の受入

れ施設について、精神科救急入院料認可施設

（日本精神科救急学会提供）、有床精神科総合病

院（日本総合病院精神医学会提供）、救命救急セ

ンター・構成中核的医療機関（総務省消防庁提供

MC協議会冊子）ならびに精神科標ぼう・精神科

病床・一般病床（地方厚生局ホームページ）の情

報を連結した。この際、一般診療機能（P コード）と

して精神科標ぼう、精神科病床、一般病床を設定

し、また、高規格診療機能（F コード）として地域中

核的救急医療施設、救命救急センター、精神科

救急認可施設、有床精神総合病院を設定し、それ

ぞれ「有り＝1」、「なし=0」とコーディングした（図

1）。P コードと F コードとで表現される施設機能類

型に対して、リストアップされた施設数と受入れ傷

病者数を検討した。 

尚、本データシートは全国の消防本部において

統一規格で実施されている救急業務記録を基に

しているため、救急業務記録の実施手順について

概略を図 2 として示す。あくまで救急業務記録と

は救急隊が判断し、各症例について 1つ主要な

病態を登録するものである。 

（対象者）全国消防本部ならびに地域MC協議会 

（期間）令和 2年 4月より令和 3年 1月まで。 

（倫理的配慮）平成 29年度の杉山班・橋本分担

班研究にて審査済み。 

（解析）主に記述統計。 

 

課題 2．精神科救急トリアージ＆スクリーニングツ

ールの臨床使用を通じた検証 

（方法）平成 30年度杉山班・橋本分担班研究の

成果物である Japan Emergency Psychiatry 

Scale－Expert opinion version（以下、JEPS-

Ex）は令和元年度、分担班以外のエキスパート

（精神科医）へインタビューを行い、図 3のように様

式が定まったため、JEPS-Ex ver.1.2.4.を用いて

検証作業を行った。 

 検証可能性を考慮して、精神科医療部門と救急

医療部門を有する救急告示病院の救急外来で患

者登録を行うこととした。本調査には国立病院機構

熊本医療センター、横浜市立大学附属市民総合

医療センター、大分県立病院精神医療センター、

獨協医科大学埼玉医療センター、広島市民病院

の 5施設が参加した。 

一次評価は救急医が、臨床上精神科へのコン

サルテーションが必要だと認めた症例について

JEPS-Ex を用いて評価を行い、二次評価は精神

科医が行うこととした。評価は二重盲検とした。救

急医の一次評価では精神科診断類型のスクリーニ

ング、精神科的緊急度の 2種類を評価した。二次

評価は 2名の精神科医が同席で診察を行うか、1

名が診察を行い 1名が後程診療録を確認すること

で臨床判断の統一を図った。臨床診断は dsm-5

にて行い、一次評価（緊急度）の妥当性検討は外
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来転帰（入院～帰宅）にて行った。また、精神科救

急ケースの緊急度評価も確認した X1。付録 A1に

調査項目を示す。 

（対象者）精神科医療部門と救急医療部門を有す

る救急告示病院の救急外来を受診した患者で、初

療にあたった救急医が精神科コンサルテーション

を必要と考え、患者にその旨説明し同意を得られ

た症例。 

（尺度）救急医による一次評価は JEPS-Ex を用

いた。精神科医による臨床評価は dsm-5 を用い、

非自発的入院～外来帰宅などの外来転帰を確認

した。なお、身体状況によっては精神症状が活発

であっても救命救急センターなどの一般病床にて

入院管理を受ける可能性があるため、この場合

は、精神症状・理解力・判断力を総合して精神科

病棟であれば適用されるだろう入院形態も同定す

ることとした。 

（期間）令和 2年 11月 9日より同月 22日。 

（手続き）国立病院機構熊本医療センター倫理委

員会にて審査受理された。 

（倫理的配慮）研究協力医療機関においても倫理

審査を受け、その後オプトアウトを通じて周知を図

り拒否する権利を担保する。すでに救急医が精神

科コンサルテーションを必要と認め、患者、必要時

は家族にも精神科診察の必要性が説明され同意

を示した症例に実施するため、患者の不利益には

つながらない。また、一般的な臨床行為に基づい

て収集される情報を基にされるため、患者負担は

生じない。また、侵襲的な処置には当たらない。 

（解析）κ係数を求めることで妥当性検討を行う。 

 

課題 3．身体合併精神科症例の医療連携連絡票

のエキスパートオピニオンによる検証 

（方法）令和元年度の厚労科研において、身体合

併精神科症例の治療経験の多い、主に総合病院

で勤務する医療従事者から意見を求め、合併症

診療の医療連携における必要項目を確認し、連絡

票の素案を作成した（令和元年度報告書付録）。

今回、連絡票の素案を提示し、その構成項目につ

いて精神科救急認可施設に勤務する精神科医が

どの程度同意できるか、1～10 までのリッカートス

ケールで回答を求めた。 

 連絡票は基本情報シート（以下、基本シート）、

加療依頼申し送りシート（以下、依頼シート）、加療

報告申し送りシート（以下、報告シート）の 3つで

構成され、基本シートと依頼シートとを精神科施設

側が使用し、報告シートは救急告示病院側が使用

する体裁となっている。 

連絡票を使用する準備が整わなかったため、実

際には双方向的なやり取りは出来なかったことか

ら、直近の経験症例のなかで、身体合併症のため

に救急告示病院へ転院し、治療後に再入院した

症例をもとに、連絡票を用いたとしたらかかってい

ただろう準備時間の回答も得た。報告シートにつ

いては実際の返書を参照して記載内容の過不足

を確認し回答を得た。 

 参照する症例は、急性期病棟（それに準ずる病

棟）、ならびに、身体合併症を有する患者の多い

病棟 1つずつから、調査時点で身体合併症治療

後の再入院が終わっている直近の症例を選択す

ることとした。 

 調査はオンラインでもって実施した。 

 調査内容については付録 A2を参照のこと。 
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（対象者）精神科救急認可施設に勤務する精神科

医。 

（尺度）分担班が作成した連絡票検証シート。 

（期間）令和 3年 3月 1日～同月 21日まで。 

（手続き）国立病院機構熊本医療センター倫理委

員会にて審査受理された。 

（倫理的配慮）患者対象の調査ではなく、患者の

個人情報は収集しないため、患者の権利を侵害

するおそれはない。また、臨床業務している医師

に回答を求めるため調査による侵襲は軽微である

と考えられる。 

（解析）記述統計。 

 

C.研究結果/進捗 

課題 1．本邦の救急搬送困難事例における精神

科救急的側面の実態調査（第三相） 

平成 29年調査では、全国 599の消防本部よ

り、総搬送人員として 400万人を超えるデータが

寄せられ、これは公的統計で報告された総搬送人

員の 70.8%を占めていた。この中で、精神科傷病

者は約 83,000人、自損行為傷病者は約 27,000

人だった（図 4）。 

総務省消防庁は平成 20年度のデータとして精

神科傷病者の搬送状況を報告しているが、全搬送

では照会回数 4回以上が 9%程度であるところ、

精神科傷病者では 14%程度と多くなっていて、現

場滞在時間でも現場滞在 30分以上となる傷病者

が全搬送で 12%程度のところ、精神科傷病者で

は 19%近くと多くなっていた（図 5）。今回解析の

結果から、平成 29年時点で、精神科傷病者にお

いて 4回以上の照会回数を要する事案は 3%程

度と大きく改善していることがわかった（図 6）。これ

は、内科的な問題である急病傷病者が 2.5%で、

産科傷病者の 3%強と比してもほぼ差がない状態

になっていることがわかった。その一方、現場滞在

時間を検討すると、現場滞在 30分以上の事案は

精神科傷病者において 16%程度認められ、産科

傷病者の約 8%、小児科傷病者の約 6%と比して

大幅に現場滞在時間が長くなりやすい傾向が認

められた（図 6）。精神科傷病者に注目すると平成

20年度より若干改善している可能性はあるが、依

然として現場滞在時間は長くなっていることが示さ

れた。 

各消防本部の見解として、搬送困難事例化しや

すい疾患要因、病名要因やキーワードなどを解析

すると、疾患要因としては圧倒的に精神科傷病者

が搬送困難事例化しやすいことがわかった（図

7）。また、病名要因やキーワードとしては、急性ア

ルコール中毒、複数疾患・複数既往症、外因、内

因の順で問題があげられ、他に特殊な事情なども

示された（図 8）。疾患要因（図 7）のその他には急

病が精神科傷病者に次いで多くなっており、自由

記載欄なども考慮すると併存症があることが不利

になっている可能性が考えられた。 

各消防本部の見解として、精神科疾患を背景と

する傷病者の搬送を円滑化するためにどのような

対策が必要か求めたところ、メディカルケアに対応

できる精神科医療機関の充実がニーズとして大き

いことがわかった（図 9）。具体的には、ニーズの一

番は「精神科病院に内科医が充足すること」であ

り、次いで、「地域メディカルコントロール協議会に

精神科医が定期参加すること」ではあったが、3番

には「総合病院精神科の増設」が続いていた。ニ

ーズの 2番手グループには「精神科救急病院の

増設」、「精神科救急の合議に救急医が定期参

加」、そして、「救急医・精神科医の相互的な往診
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体制」があげられた。輪番制度への期待は特に低

くなっていた。 

搬送円滑化のための対策として自由記載欄に

記されたものを解析したところ、搬送円滑化の妨げ

になる要因として、受け入れの「拒否」が中心にあ

り、その改善のためにはいくつかの要素があること

がわかった（図 10）。例えば、輪番制度について

は医療圏ごとに設置されておらず充実していない

ため、遠方に搬送せざるを得ない、24時間受入れ

が為されないため要請の際には必ず受け入れる、

受け入れ拒否する場合にはペナルティが与えられ

るべきだなどの見解があった。各精神科病院につ

いてはかかりつけ患者対応については一定の評

価が為されていると同時に、かかりつけ以外の事

案への対処、患者との対話や家族のケアをもっと

実践して欲しいといったニーズがあった。加えて、

輪番担当病院や単科精神科病院と二次救急病院

との連携強化、二次救急病院を軸とした保健所・

消防他、多機関連携の強化を希望する声も多かっ

た。精神科救急情報センターについては形骸化し

ていて、機能不全状態にあると感じられており、簡

便に利用できること、利用時間が延長されること、

最後まで責任を持って受け入れ先を確保すること

等が求められていた。身体合併精神科症例の処

遇については、病院前救護の現場では身体的に

軽症であっても、自殺未遂、中毒、酩酊などの事

案に対して受け入れ先が少なくなるため、改善が

必要であると考えられていた。また、当該事例で

は、特に夜間休日に搬送困難化しやすい現実が

確認された。 

医療連携強化が不要と回答した消防本部の追

加調査の結果、それらの消防本部では「精神科救

急医療体制」が機能している、次いで、「事例が希

少である」、「断らない救急病院」が受け入れてくれ

るからなどの理由が挙げられ、実態は様々であるこ

とがわかった（図 11）。理想的な消防圏域と考えら

れる「医療連携体制」が構築されていると回答した

消防本部（n=4）では、そのうち 2か所で「精神科

救急の合議に身体救急医が定期参加」しているこ

とがわかった。また、「精神科救急医療体制」が機

能していると回答した消防本部では、精神科輪番

制度が機能していると評価される傾向にあった。 

基本シートから回答を寄せた各消防本部におけ

る人口規模もわかるため、医療連携強化が不要と

する消防本部を類型ごとに解析したところ、縦軸を

対数表示にすると図 12の通りとなった。精神科救

急医療体制が機能していると回答する消防本部の

平均人口は 16万 5千人。比較的人口規模の大

きい医療圏域でその恩恵に預かれるのかもしれな

い。しかし、その中でも人口 2万人規模であっても

機能している消防圏域があった。事例希少と回答

する消防本部の人口平均は 5万人で、最小 7千

人、最大 11万人だった。断らない救急のお陰と

する消防本部の人口平均は 3万人で、最小 2.5

千人、最大 7万人だった。人口規模が小さくて精

神科救急が問題に上がらない圏域もあれば、断ら

ない救急病院があるから何とかなっているという消

防本部もあり、これらは人口規模が小さく、相対的

にリソースも乏しい消防圏域の特徴かもしれない。

なお、医療連携体制があるとしたのは、平均人口

8.7万人で、最小 3.5万人、最大 24万人であり、

比較的中規模までの消防圏域で構築しやすいの

かもしれないと考えられた。 

各消防本部の圏域で、精神科傷病者受入れ数

が多い上位 2施設ずつを回答依頼したところ、全

体で 959施設がリスト化された（図 13）。この 959

施設は 31,059件の受入れを行っていて、これは

平成 29年調査の総搬送数の 37.3%を占めてい

た（最大 326，最小 1）。施設名称をもとに厚生局

公開資料を利用し、図 1に示した施設機能（一般
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診療機能・高規格診療機能）で整理すると、施設

機能類型としては 23パターンが認められた。その

なかで、施設数の多い順番に、地域救急を支える

一般病院、無床精神科を有する地域のあまり大き

くない救急病院、精神科のない地域中核的救急

病院、単科精神科病院、無床精神科を有する地

域中核的救急病院となっていた。 

次に、上記リスト中の各施設の搬送受入れ数を

算出し、施設機能類型ごとに搬送受入れ数の平均

を求めた。施設機能類型ごとに特徴的な傾向が認

められたので個別に記述する。 

まず、P111で表現される、一般病床と精神科

病床を有する施設が傷病者受入れに重要であるこ

とがわかった（図 14）。次に、P101で表現される、

地域の救急病院に、無床精神科が併設することも

救急搬送受入れに有効であることもわかった（図

15）。これらの施設は、以前は、有床精神総合病

院であった可能性がある。P001で表現される施

設のなかで、精神科機能を有さない施設であって

も、救命救急センターを有することは傷病者受入

れに大きくプラスに働いていることもわかった（図

16）。最後、精神科救急認可病院（P110＋

F0010）について、身体的な問題を抱えた傷病者

の受入れには不利なところはあるものの、精神科

機能のない地域の救急病院（P001＋F0000）と同

程度の傷病者受入れを行っていることがわかった

（図 17）。これは一般精神科病院の 2.5倍ほどで

あった。精神科救急認可病床は救急受入れ促進

的に作用していることもわかった。 

精神科傷病者受入れ上位 2施設一覧の検討を

通じて、施設機能類型ごとに特徴があることがわか

った。このため、同種施設全体との比較を行った

（図 18）。我々が実施した平成 29年度調査では、

129施設の有床精神総合病院がリストアップされ

ていたが、その当時、全国には 240弱の有床精

神総合病院があったとされ、50%以上の施設が地

域救急医療に参画していることがわかった。これに

ついては、同施設内に存在する身体の救急医療

部門の活発さに精神科部門が影響されている可

能性はある。また、施設数ベースで考えたとき、精

神科救急入院料病院は一般精神科病院の 2.7

倍、地域救急医療に参画していることもわかった。

有床精神総合病院に運ばれる精神科傷病者と、メ

ディカル的な問題の対応に弱いところのある精神

科救急入院料病院へ運ばれる精神科傷病者とで

は質的に異なる可能性が考えられ、この二つの高

規格病棟は、それぞれが地域医療計画の中で充

填されるべきかもしれない。この点についてはさら

なる調査が必要と考えられた。 

公的資料もしくは専門学会提供の資料を用い

て、精神科高規格病棟（精神科救急認可施設や

有床精神総合病院）の施設数推移を確認した（図

19）。平成 21年は総務省消防庁が救急領域のな

かで、精神科疾患が関係すると搬送困難事例にな

りやすいという調査結果を示した年であるが、それ

と同時に、救命救急センターの充実段階評価や、

搬送受入れ実施基準の策定が始まる直前でもあ

った。平成 21年と平成 29年とを比較すると、施

設数を減らしながらも、有床精神総合病院はメディ

カル面にも問題を抱えた地域精神科救急ニーズ

に応えられてきたと考えられる。また、精神科救急

入院料病院は倍近くに施設数を伸ばしており、結

果、一般精神科病院から高規格病棟への転化が

進み、この機能拡充を通じて、地域精神科救急ニ

ーズに応えていると考えられた。 

 

課題 2．精神科救急トリアージ＆スクリーニングツ

ールの臨床使用を通じた検証 



111 

 

 2週間の調査期間中、5つの調査施設において

所定の調査時間帯に救急医療部門を受診した総

数は 718名で、その内、ヘリ搬送を含む公的救急

車による搬送数は 325名にて、調査エントリーは

26名の結果であった。全体の 8%が、救急外来に

おいて精神科診察に至っていた。 

尚、一次評価と二次評価をともに救急外来で実

施できる勤務帯で調査施行することとしたため、施

設によって平日日勤帯のみ、一部夜間休日を含

むなどの差異はあるが、ベースラインデータは調

査可能な時間帯に限っている。 

表 1にエントリー症例の背景を示す。平均年齢

は 59.1歳で、女性が 65.4%を占めていた。来院

手段の第一は救急車で、エントリー症例は救急搬

送された症例の 4.9%を占めた。46.2%が紹介元

ありで、身体的な疾患分類としては整形外科、呼

吸器系、中毒が上位にあがり、精神科疾患の分類

としては神経認知障害群、精神病性障害群、抑う

つ障害群が上位を占めていた。 

表 2に一次評価時の全身状態・意識レベルな

どをまとめた。一次評価に合わせて循環動態（い

わゆるバイタルサイン）、見当識、見当識の参考所

見として飲酒状態・連続引算、理学所見、フィジカ

ルな問題に関する補足事項などの確認を求めたと

ころ、見当識の参考所見を除けば回答率はほぼ

100%で、この回答状況からは臨床で重視される

一般的な項目にて構成されていると推測された。

これらの項目について特記あるかどうか逸脱率を

検討すると、循環動態においても 7.7%～34.6%

の逸脱が認められ、最も多く逸脱が認められたの

は見当識における日付や場所、連続引算などであ

った。調査の場が総合病院の救急外来であった。 

表 2では二次評価時点における意識レベルの

結果もまとめている。Japan Coma Scale（以下、

JCS）や Glasgow Coma Scale（以下、GCS）によ

る評価は 80%程度で実施されていた。JCSでは

清明の判断が 4名、軽度意識障害が 11名と多

く、中等度意識障害が 3名、重度意識障害が 2

名の結果であった。GCSの平均点は 13.7点に

て、GCSにおける意識障害は軽度が 14名、中等

度が 6名、重度が 1名の結果であった。 

一次評価における、救急医の JEPS-Ex評価の

なかで第一印象パートについて表 3にまとめた。

第一印象として精神科疾患ありとチェックされたも

のは 16名だったが、今回調査は精神科介入を要

すると判断されたケースがエントリーされているた

め、体裁として、評価を行ったかどうかが明確にわ

かるシート形式が望ましいと考えられた。尚、過去

の精神科治療歴の確認や、過去の同様エピソード

の有無などは 80%程度の確認率であるが、過去

の同様エピソードの有無は不詳が 40%を占めて

いて、初発か再発かは現在症と同じように重視さ

れるべきで、JEPS-Ex使用の手引きがあるべきな

のかもしれない。 

表 4に救急医の JEPS-Ex評価におけるスクリ

ーニングパートについてまとめた。本パートは、非

常に簡便にスクリーニングを行えることで、診察や

ケアの質を高めること、情報共有のやりやすさを改

善することを狙って設けている。今回、ケース数が

26 と少ないため概観を示す。外観では dep1が最

多となり、会話では dep2が最多となっていた。今

回調査では神経認知障害群が最多であったが、

紹介元ありが半数を占めたため、季節に合わない

服装がチェックゼロとなった可能性があった。外観

と会話のチェックがそろい、何らかの疾患群が疑わ

れるに至ったのは 3例だけだった。検証を通じて、

dep1、asd1における「それなりに」とか「比較的」と

いう表現はクリアカットではなく、選択肢中の表現と

しては不適であり修正が必要と考えられた。 
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表 5に救急医の JEPS-Ex評価における簡易

的精神症状評価パートについてまとめた。本パー

トには会話成立、指示動作、精神症状による見守

りの要否の 3つが含まれるが、それぞれ問題なし

となったのは 53.8%、61.5%、7.7%の割合だっ

た。見守りの要否が不要となるケースは一次評価

において緑判定となっていた。結果の再現性があ

るかの確認は必要であるが、精神症状のために見

守りを要するかどうかが簡易的に評価する際のポ

イントになる可能性がある。 

表 6に、一次評価における救急医の簡易的精

神症状評価と緊急度判断と関係をまとめた。これ

は、簡易的評価にえる問題なし／不要を 1点に、

部分的を 2点に、困難／常時を 3点として換算し

総得点を算出している。簡易的評価において総得

点 3点は JEPS-Ex評価の定義通り緑判定にて、

2名が該当した。黄判定は 10名、橙判定は 7

名、赤判定は 7名の結果だった。黄判定は 4点

～6点に 90%が集中していたが、総得点 4点に

橙判定 4名、赤判定 3名が含まれていた。簡易

的評価から導き出される総得点を定量的に用いる

より、問題があるのかないのか、定性的に用いるこ

とが望ましいと考えられた。 

外来転帰として、一般入院が 15名と最多で、

以下、入院なし（n=6）、医療保護入院（n=4）と続

いた。救命救急センターを中心とした一般入院で

あるが、精神症状が活発なものは多く、医療保護

入院相当が 5症例、任意入院相当が 6症例、精

神科維持療法のみでよいものは 4例に留まった。

尚、入院なしの群には、紹介元で措置入院中に

て、調査施設の救急外来で身体疾患鑑別を受け

た後、身体的には特記なく紹介元で措置入院継

続となった 1名が含まれていたため、外来帰宅と

なったのは 5名であった（表 7）。 

救急医の緊急度判定と精神科医による外来転

帰判断との関係を表 8に示した。尚、外来帰宅に

いては、入院による身体治療不要と判断された群

にて、救急外来での検査後、紹介元で措置入院

継続となった症例を除いた 5例について検討して

いる。結果として、一次評価において緑判定とされ

たものはいずれも外来帰宅となっていた。精神科

疾患があり精神科コンサルテーションを検討して

も、会話成立、指示動作、精神症状による見守りな

どが問題なかったり、不要だったりするケースにつ

いては緊急性が低いと判断できるかもしれない。

今回、調査登録された症例数が少ないため今後

の再検証が望ましい。 

表 8において、一般病棟入院の医保相当、さら

に精神科病棟における非自発入院を合計し「重

症」として、一次評価の緊急度との関係を検討した

（表 9）。黄判定においても 3割程度は重症該当

のケースを認めたが、橙判定（40%超）、赤判定（6

割弱）と、緊急度判断が上がるにつれ重症度も高く

なっていた。JEPS-Exによる緊急度判断には一

定の妥当性があると考えられた。 

今回の検証を通じ、一次評価において赤判定と

なっても全例が重症とはならないこともわかった。

追加の解析として、救急医の下した緊急度判断

（赤）と精神科医による重症度判断との関係を検討

した（表 10）。ここでは、JEPS-Exの赤判定にお

ける、自傷・他害・興奮・まとまらない言動の 4つの

大項目を救急医がチェックした合計数と、精神科

医による外来転帰判断（重症／中等症以下）とで

検討した。その結果、大項目を 2つ以上認める場

合、精神医学的に明らかに重症を示す可能性が

あった。個別的な症例を確認すると、自殺企図で

救急搬送されたが、援助希求があり、比較的疎通

も取れて治療関係の構築が可能である場合など、

中等症以下の処遇となりやすいようだった。自殺
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問題は緊急度も高く複雑な群から、慎重に観察を

行いながらも待機的に対応できる会話反応のよい

群まで精神病理性が幅広いと考えられ、自殺企図

は基本的に緊急事態ではあるものの、重症度がす

べて高いとはいえず、赤判定への決断経路を再設

定する工夫も必要かもしれない。 

入院先病棟別で疾患分類を検討した（表 11）。

症例数が少ないという制限はあるが、身体面で

は、呼吸器系疾患が精神科病棟にも入院しやす

いようだった。これらは誤嚥性肺炎、肺腫瘍、気管

支喘息などの診断だった。また、精神科疾患に着

目した場合、精神科病棟と一般病棟では疾患分

布に大きなちがいは認めない印象であった。 

精神科医が判断した外来転帰は、外来帰宅、

一般病棟入院、精神科病棟への非自発入院に分

かれたが、それぞれの入院判断における「急性か

つ重症の基本要件」の出現率を確認した（表

12）。任意入院相当以上であれば治療の必要性

が高くなり、医療保護入院相当や非自発入院の場

合は治療可能性・医学的な重症性が高くなる可能

性が示された。一般病棟入院の医療保護入院相

当の患者は、精神科病棟に非自発入院する患者

と同程度の精神心理的重症度を有していると考え

られた。 

表 13に、救急医の緊急度判定と「急性かつ重

症の基本要件」の項目数との関係を示す。一次評

価において緑判定となる症例では基本要件項目

数は 0 となり、緑判定にはやはり一定の妥当性が

あると考えられた。また、基本要件項目数が 3以

上となる群では橙判定ならびに赤判定の比率が高

くなっており、一次評価における緊急度判定につ

いても一定の妥当性があると考えられた。 

表 14に、救急医の緊急度判定と「急性かつ重

症の基本要件」の各項目との関係を示す。今回の

検証対象のなかでは「社会的不利益」のために急

性かつ重症と判断された症例はほとんどいなかっ

たことがわかった。また、「急性の展開」であるかど

うかは黄～赤判定でほとんど変わらず、赤判定に

おいて「医学的な重症性」、「治療の必要性」、「治

療の可能性」が高くなっていた。 

精神科医の入院判断における「緊急に医療的

介入を要する因子」についても確認した（表 15）。

当然ながら、入院症例では医療要因、身体合併症

要因が非常に高かった。総合病院を受診する患

者においては、他害行為を伴うものは比較的少な

く、自殺問題、精神症状による自律性低下が問題

となる症例が多いこともわかった。 

 

課題 3．身体合併精神科症例の医療連携連絡票

のエキスパートオピニオンによる検証 

 図 20に精神－身体合併症治療地域連携連絡

票の作成ならびに検証の過程を整理する。この連

絡票の概念として、単科精神科病院入院中の患

者が、身体合併症のために、他の救急病院へ転

院し入院治療を受ける際、精神科病院からの「依

頼」と、救急病院からの「報告」の内容を標準化す

ることで、身体合併症治療の質を高めると同時に

安全で継続的な医療を確保しようとするものであ

る。2019年度までの連絡票案では、基本情報シ

ート、加療依頼シート、加療報告シートの 3点で構

成されていた。今回、2020年度の検証作業では、

2021年 2月～3月の期間、精神科救急認可施

設に勤務する精神科医を対象として調査を実施

し、連絡票収載項目についての同意度を確認する

ことで妥当性検証を行った。今回、WEB調査を実

施した結果、54名分の有効回答を得た。 

 連絡票の基本情報シートの収載項目を表 16に

示す。患者の氏名、生年月日、住所、緊急連絡
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先、依存症、既存症（手術歴含む）、アレルギー

歴、身長、体重、介護保険、かかりつけ医情報、ケ

アマネジャー情報などについて、すでに臨床で使

用している診療情報提供書または看護サマリーに

て代用可能な収載項目であるか、それぞれの収載

項目に対する同意度の回答も得た。同意度は 10

（大変強く同意する）から 1（まったく同意しない）の

リッカートスケールにて回答を求めた。そうしたとこ

ろ、代用できない項目は「特にない」と回答した医

師が 25%ほどいた一方で、緊急連絡先、身長や

体重は 30%程度が代用できず、50%以上が介護

保険、身体疾患のかかりつけ医情報、ケアマネジ

ャー情報は代用できないと回答していた。ただし、

連絡票基本シートの収載項目についていずれも

高い同意度を得ていて、最も点数の低いかかりつ

け医情報、ケアマネジャー情報も 7点台であり、臨

床上必要な事項ばかりであると理解された。 

 今回の検証作業を通じ、回答者から基本シート

への追加が提案された事項もあった（表 17）。一

般医療情報、支援・生活情報、精神科医療情報の

3つに分かれていた。 

 次に、加療依頼シートの各項目に対する同意度

を確認した（表 20）。加療依頼シートには精神科

臨床診断名、身体現症、依頼目的、日常生活機

能、食事形態、バイタルサイン、検査情報、薬剤情

報、精神状態、頓服指示、紹介先精神科への情

報提供の有無、飲酒歴、喫煙歴などが用意されて

いた。本シートについても収載項目について高い

同意度が得られ、飲酒歴、喫煙歴の情報がもっと

も点数は低かったが 7点台と高い点数であった。

これらの項目も臨床上必要な事項ばかりであると

理解された。 

 尚、今回の検証を通じて、依頼シートへの追加が

提案された事項を表 21にまとめた。 

 ここまでが身体合併症の治療を依頼する精神科

病院側が用意する情報となる。これらのシートを記

載するのに要するだろう時間を調べたところ、基本

シートで 17.4分、依頼シートで 18.2分という結果

だった（表 18）。診療情報提供書等を作成した

後、本連絡票を用いて記載漏れのある事項を確認

し、本連絡票に追記するやり方での所要時間であ

り、診療情報提供書の様式を改善することで所要

時間は短縮できると考えられた。 

 本連絡票は地域内での医療連携の円滑化を意

図して作成されているが、常備することが可能であ

れば災害時の大きな備えとなる。2011年東日本

大震災や、2016年熊本地震など、広域災害が発

生した際、病院避難という事態も必要となったが、

この時避難先で患者情報の確保が大変重要とな

った。このことから、本連絡票を大規模災害対策と

して常備することの可能性を確認した（表 19）。回

答した精神科医の 60～70%が常備は可能として

いた。修正があれば可能もしくは困難であると回答

した医師の自由記載からは、電子カルテシステム

では一括して情報掃き出しが出来ないこと、保管

体制や責任の所在、日々変動する項目について

のメンテナンスがハードルになるだろうことがわかっ

た。逆に患者情報自体をクラウドに保存し、別な施

設からも患者情報にアクセスする方法が現実的で

はないかという提案もあった。 

 加療報告シート収載項目に関する調査も実施し

た（表 22）。今回、救急病院に勤務する救急医へ

の直接調査は困難であったため、調査協力施設

に身体加療が再入院となった症例について、再入

院時に用意された救急病院側からの診療情報提

供書をもとに連絡票収載項目の記載率と同意度を

確認した。収載項目への同意度は非常に高く、い

ずれも臨床上必要な事項と認識されているようだ

ったが、救急医からの返書への記載率はばらつき
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が大きかった。身体的臨床診断名、実施治療内容

はほぼ確実に記載がある一方、続発症や経過観

察上の留意点、合併症検査状況などの記載は少

なくなっていた。精神科病院側が必要と考える、状

態悪化時の対応や他科受診に関する情報などの

記載は 50%を切っていた。 

 

D.考察 

課題 1．本邦の救急搬送困難事例における精神

科救急的側面の実態調査（第三相） 

 今回、当分担班で実施した平成 29年搬送困難

事例調査の第三相解析は、総務省消防庁が実施

した平成 20年度報告以来の、病院前救護におけ

る精神科疾患が関連する事案の大規模実態調査

である。総務省消防庁の平成 20年度報告は東京

消防庁のデータに依拠していたが、今回の第三相

解析は全国データに基づいており、より結果を汎

化しやすいと考えられる。結果については、平成

20年度報告が主たる問題・従たる問題のいずれ

にも精神科疾患を含んでいたところ、平成 29年

調査は主たる問題が精神科疾患と判断されたもの

である点は考慮が必要である。 

 搬送困難化しやすい精神科傷病者について、平

成 20年度報告（図 5）と比して搬送状況は改善に

あるが課題も残る状況であることが明らかになっ

た。4回以上の受入照会回数を要したケースは精

神科傷病者であっても 3％程度と大きく改善して

いた（図 6）。しかしながら、この改善は精神科のみ

ならず、急病や産科などでも大きく改善している。

このため、この変化は単純に精神科医療体制の改

善ではなく、傷病者の搬送及び受入れをより適切

かつ円滑に行うため、「消防法の一部を改正する

法律（平成２１年法律第３４号）」が平成２１年５月１

日に公布（同年１０月３０日に施行）され、これに基

づいて「傷病者の搬送及び受入れの実施に関す

る基準（以下、搬送受入基準）」が各地で策定され

た恩恵が大きいと考えられる。特に搬送受入基準

の第 6号（受入医療機関確保基準）によって、搬

送先医療機関が速やかに決定しない場合、照会

回数 x回以上、現場滞在時間 y分以上等に基づ

いて受入医療機関を確保するようになっている。 

 現在でも残る課題として現場滞在時間 30分以

上の事案がいまだに多いことがあげられる。平成

20年度報告当時より数％は改善している可能性

はあるものの、依然として現場滞在時間は長いと

考えられる。図 7・図 8から受ける印象として、精

神科疾患＋アルコール使用、精神科疾患＋身体

併存症などが依然として問題になっているのかも

知れない。分担班の令和元年度報告にて精神科

傷病者が受入れに至らなかった理由の最多は手

術中患者対応中（27.1%）で、次いで処置困難

（24.7%）であった。照会回数が減少していて現場

滞在時間は微減に留まるため、照会における伝達

での時間消費、傷病者の評価や対応自体で時間

を要している可能性などが考えられた。課題 2で

取り上げる JEPS-Exなど、簡便に評価して情報

伝達できるツールの整備が望まれる。 

 第三相解析では各消防本部の見解として、精神

科傷病者における搬送円滑化の改善策を求めて

いる（図 9）。消防本部からの改善案としては、①医

療連携という大きな枠組みの構築、そして、②個別

施設での対応力改善が求められているが、これは

救急現場活動の困りごとを直接反映していると想

定できる。図 10に示されるように、救急隊員として

は、精神疾患が背景にあったとしても基本的に身

体問題の解決を優先して考えていることがわかる。

この場合、搬送困難となりやすいのは、一定程度

以上の身体重症度があっても救急告示病院が受

入を断る場合と、身体愁訴はあるが救急隊判断で
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身体軽症となった事案を精神科病院が断るパター

ンが考えられる。この解決のため、①MC協議会

に精神科医療側が継続的に参加する、もしくは精

神科救急の合議の場に救急医が継続的に参加す

ること。他には、②精神科病院－救急病院間での

定期的な医師往来等に地域支援体制加算の要件

に含めるなどのインセンティブ形成は理にかなって

いると考えられる。 

 図 11に示されるようにごく一部の消防圏域では

輪番制度が評価されているものの、全国的には輪

番制度への強い期待もある一方、厳しい目も向け

られていることがわかった。そのようななか、図 10

からは精神科救急医療体制整備事業における常

時対応型施設の目指すべき形がみえてくる。もち

ろん、二次医療圏域ごとに有床精神総合病院が 1

つずつ配置され、他科との連携による身体医学的

なニーズの高いケースの対応を行い、それと同時

に同じ圏域内で常時対応型施設が警察・行政・消

防他と連携を強化した医療提供を行うやり方はあ

る。それと同時に、有床精神総合病院の増設には

医療経済的な負担は大きく、人口 20～30万人程

度までの地方型二次医療圏域では常時対応型施

設を整備し、圏域内の救急告示病院と有機的な連

携を図ることが現実的である。例えば、先述した精

神科医療－救急医療との継続的な合議体制の構

築、圏域内での精神科病院と救急告示病院との

医師往来体制の確立、常時対応型施設に身体軽

症までは対応できる検査設備を常備し実働するこ

と等にインセンティブを付ける後押しも必要であろ

う。この際、インセンティブを受ける病院において

はかかりつけ外の患者受入れ数、救急搬送不応

需率などによるモニタリングならびに施設基準更新

の取り組みが望ましい。 

 消防圏域における精神科傷病者受入れ数上位

2施設の施設機能を検討することで本邦の現状が

図 1 にわかりやすく示された。施設数としては、地

域救急を支える一般病院、つまり大規模ではない

が、その圏域ではいわゆる断らない医療を提供す

ることで頼りにされているような施設が最も多かっ

た。地域医療はアクティビティの高い救急告示病

院が柱の一つとなって支えていることがよく見て取

れるものであった。 

 ただし、施設数ベースでの検討は施設母数に大

きく左右されるため、各施設の搬送受入数を検討

した（図 14・図 15・図 16・図 17）。この検討から非

常に重要な知見が得られた。つまり、施設機能類

型ごとの平均搬送受入数からは、一般病床と精神

科病床の双方を有することは精神科傷病者の積

極的な受入れに促進的に働いていることがわかっ

た。すでに医療法における総合病院の定義（内

科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科を含む）は

廃止されて久しいが、この知見における一般病床

は必ずしもかつての総合病院の定義には当てはま

らない病院群であった。おそらく精神科病院をベ

ースに、整形外科や神経内科といった数は多くな

い診療科で構成され、救急医療にも取り組む施設

なども見受けられた。このことから、今後、有床精

神総合病院を増設する際、大規模病院を計画す

るのではなく、地域の救急医療にしっかりと参画し

ている救急告示病院を対象に、病床数の少ない

有床精神科を併設するやり方も一考かもしれな

い。 

 施設機能類型の検討の中から、図 15に示され

るように、地域の救急病院に無床精神科が併設す

ることも傷病者受入れに促進的に働いていることも

わかった。この点を考慮すると、地域の救急医療

に参画する救急告示病院に、救急医療他の一般

科にリエゾン精神医療を提供できる無床精神科に

インセンティブを設けることを第一段階として、身体

軽症～中等症ならびに精神中等症以上の傷病者
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受入れ実績に応じて、有床精神科へ格上げする

取り組みも有効かも知れない。この際、他の課題に

話は飛ぶが、課題 3．JEPS-Ex検証の内容から、

一般病床にも一定程度重症状態の精神科患者が

滞在することになるだろうと予測されるため、一般

病棟スタッフに対しての精神科初期評価＆対応の

研修機会の確保、危険手当の追加などが必要に

なると考えられる。この際、精神科傷病者の救急応

需率、精神科病床における身体合併精神科症例

が一定数以上必要であるなど、施設維持要件に

含める方法もある。ただし、人口規模の大きい都市

型二次医療圏域と異なり、人口 20～30万人程度

までの地方型二次医療圏域では、必然的に一般

精神科救急の受け皿にもならざるを得ず、施設維

持要件としての身体合併精神科症例の入院比率

はより小さくする必要があると考えられる。 

 今回解析を通じて、精神科救急入院料認可病棟

は有床精神総合病院のアクティビティを上げると同

時に、単科精神科病院においても同様の傾向が

あると考えられた。施設数ベースでは精神科救急

入院料認可病床を有さない一般単科精神科病院

が多くなっていたが、平均搬送受入数で確認する

と精神科救急入院料認可施設は一般単科精神科

病院の約 2.5倍の患者受入れを行っていた。これ

は地域救急を支える一般病院に近い値であり、検

査設備他、身体的な問題への対処では不利なとこ

ろもあるなか検討していると評価されると考えた。こ

れと同時に、常時対応型施設を担う医療機関では

身体軽症、場合によっては身体中等症の患者まで

もが搬入されてくる可能性は高いので、先述のよう

に最低限の検査設備が確保できるような診療報酬

上、制度上の配慮が必要と考えられた。 

 施設機能類型の検討の一環として図 18 のよう

に、日本精神科救急学会医療政策委員会、日本

総合病院精神医学会有床委員会より提供頂いた

資料、全国メディカルコントロール協議会発行の資

料、厚生局公開資料などから、救命救急センタ

ー、有床精神総合病院、精神科救急入院料病

院、一般精神科病院の母数に対するリスト化され

た施設群の比率を算出したが、有床精神総合病

院は半数以上が地域救急医療に参画していた。

おそらくこれはほとんどの施設で併設されている救

急医療部門の活発さに影響されている可能性が

高いと考えられる。精神科救急入院料病院は一般

精神科病院の 2.7倍地域の救急医療に参画して

いたが、単科精神科病院が対応できることには限

界もあると考えられるため、病院内・地域内、いず

れの形式であっても救急医療部門との協働が円滑

化するような施策が必要と考えられる。 

最後に、平成 21年から平成 29年での施設数

推移を確認しておく。身体的な治療やケアのニー

ズを有する患者の受け皿として有床精神総合病院

は重要であるが、緩徐に施設数の減少を見てお

り、これは診療単価の低さが影響していると考えら

れる。地域救急医療ニーズに応えている施設が存

続可能になるよう対策が必要である。また、精神科

救急入院料病院は数が倍増しているが、これに伴

いより多くの一般精神科病院が減少しているため、

地域によっては病院機能分化が進み始めていると

ころもあると考えられる。適切な施設維持要件を定

め、それをモニタリングすることで地域救急医療に

参画しているが存続し、より一層の病院機能分化

が進むように施策を打つことが必要と考えられる。

今後整備されるべきは、①救命救急センターを併

設する有床精神総合病院、②地域救急医療を担

う救急告示病院に併設する無床精神科、③精神

科救急入院料認可施設などの 3つで、地域の人

口規模、すでにある医療資源などを考慮して整備

が図られるべきである。 
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課題 2．精神科救急トリアージ＆スクリーニングツ

ールの臨床使用を通じた検証 

 本来、課題 2は目標症例数を 100 としていた

が、新型コロナ感染症蔓延期において現敵的な調

査となり、目標の 25%程度の症例数となった。調

査期間中、救急外来受診者全体の 8%程度が精

神科診察を要したこととなる。症例の約半分が紹

介のある患者であり、救急搬送以外に病院車／施

設車での来院も比較的多かったと考えられる。 

 JEPS-Exは冒頭、メディカルクリアランス（身体

的な病気の鑑別除外）に関するパートを置いてい

る。O'Donovan D らのレターが米国におけるこの

問題を概説しているが X3、米国でも本邦同様、救

急医療部門を訪れたり、救急搬送を受ける精神科

患者の身体チェックをどこまで行うかで論議が続い

ている。過去、米国では救急外来を利用する精神

科患者に、時に重篤な身体合併症が指摘された

報告などもあり、精神科医療部門から各種検査の

完遂を求められることが増えていたが、精神心理

的な主訴である場合は検査異常の指摘が稀であ

ること、精神科介入までの時間が延長してしまうこ

となどが問題視されるようになって来ている。このた

め、米国精神科救急医学会の推奨では X4、精神

心理的な主訴が中心の患者では、患者背景を考

慮して、バイタルサイン、病歴聴取、身体診察、精

神状態の評価を行い、必要性を考慮して検査を行

うものの、精神科医療側の求めに応じても検査を

行うこともあるとしている。今回検証した JEPS-Ex

では、メディカルアンダートリアージ（身体医学的な

問題の見落とし）が起こらないことを狙いつつ、救

急医療部門で働く医療スタッフに過度な負担を強

いないツール構成を考えた。分担班が令和元年

度に実施した調査にて、臨床上重要であると考え

られた項目が収載されている。 

 結果として、飲酒状況、連続引算を除き、救急医

による実施はほぼ 100%の回答状況で、これらの

項目で構成されたメディカルクリアランスパートの

臨床的妥当性は高いと考えられた。 

 精神科医による二次評価時、JCSで 5名、GCS

で 7名が中等度以上の意識障害と判断されてい

た。今後多数例で検証する際は、意識レベルの状

態によって一次・二次評価に差異が認められるの

か確認を行う必要がある。 

 スクリーニングパートは症例数の問題から概要を

示すだけにとどめた。結果にても示したが選択肢

中の表現にはあいまいさがあるため、修正が必要

と考えられた。 

 簡易的精神症状パートはごく簡単に精神心理的

状態を表現するために導入した。ここで問題がな

い場合、JEPS-Exでは緑判定となり、それ以降、

身体的問題に注力することとなる。会話成立、しい

動作、見守り要否を含めている。今回の検証を通

じて、精神心理的に不安定であっても、会話や指

示動作は問題ないと判断されることが多いことが分

かった。逆に、簡易的に判断する場合、「精神症状

による見守りの要否」が中核的な観察点になるの

かもしれない。 

 尚、検証前、簡易的評価による総得点は、点数

が上がるにつれて緊急度も高くなるように、定量的

な判断に利用できるのではないかと想定してい

た。結果として、総得点が 7点以上となれば一次

評価における橙判定・赤判定になりやすい傾向は

あったが、総得点 4点に橙判定 4名、赤判定 3

名が含まれており、定量的な使用は支持されなか

った。 

 JEPS-Exの緊急度定義より、総得点 3点は緑

判定と決定される。しかし、表 8の結果では緑判

定は 2例とも外来帰宅の転帰をたどっていた。こ
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の結果を考慮すると、緑判定となれば外来帰宅程

度の精神症状と想定が出来るかも知れない。表 8

からは、緑・黄・橙・赤の 4つの緊急度設定には一

定の妥当性があるとも考えられた。また、表 13に

示された、救急医の緊急度判定と「急性かつ重症

の基本要件」の項目数との関係も、基本要件項目

数が 3以上となる群では橙判定ならびに赤判定の

比率が高くなっていた。救急医の緊急度判定と

「急性かつ重症の基本要件」の各項目との関係で

は、赤判定において「医学的な重症性」、「治療の

必要性」、「治療の可能性」などの出現率が高くな

っていた。これらの結果から、JEPS-Exにはやは

り一定の妥当性があると想定された。今後、多数例

での再検証が望まれる。 

 緊急度判定について、今回、赤判定群の外来転

帰は外来帰宅から非自発入院まで広い範囲にま

たがっていた。赤判定には 4つの大項目を含む

が、大項目を 2つ以上満たす場合は明らかに精

神科的重症となるようで、これはひとつの知見とえ

られた。ただ、赤判定が幅広い外来転帰判断につ

ながったのは自殺問題の影響と考えられ、自殺企

図は基本的に緊急事態であるものの、重症度がす

べて高いとは言えず、自殺企図の緊急度判定に

ついては決断経路を再設計する工夫が必要と考

えられた。 

 外来転帰を検討していくと、表 11からは、身体

疾患の分布は入院病棟での差異は小さい印象で

あった。また、表 12からは、一般入院であっても

医保相当と判断された患者の「急性かつ重症の基

本要件」の各項目出現率は、精神科病棟へ非自

発入院する患者のそれとほぼ同じであった。身体

合併症のある精神科患者が精神科病棟に入院す

る一方、時に活発な精神症状を呈するケースが一

般入院することも分かった。 

 この結果から、一般病棟での精神科患者への初

期評価や初期対応のスキル研修が必要と考えら

れ、また、このような症例を多数受け入れる病棟に

おいては危険手当の拡充などが必要と考えられ

た。 

 今回の検証作業を受けてバージョンアップした

JEPS-Ex ver.2.0を付録 3-1、付録 3-2、付録 3-

3 として用意した。 

 

課題 3．身体合併精神科症例の医療連携連絡票

のエキスパートオピニオンによる検証 

 分担班のなかで、医療連携連絡票のブラッシュ

アップを行うなか、3つのテーマがあった。①双方

向的に精神科・救急科の情報伝達を標準化するこ

と、②連携情報の蓄積、③新規相談時もしくは非

常時における蓄積情報の活用の 3つである。 

 JEPS-Exのメディカルクリアランスパートの部分

でも述べたが、精神科－救急科の情報伝達にお

いて、互いに過大な要望には応えられないが、相

互の信頼感を改善させ、患者の治療・ケアの質向

上を目指す必要がある。 

 今年度、精神科臨床に携わるエキスパートを対

象としたWEB調査を通じて、分担班が作成した

基本シート、依頼シート、報告シートの収載項目に

はとても高い同意度が得られ、臨床的にも妥当な

内容であることが確認できた。利用しやすい体裁

を考えると、臨床で活用されている診療情報提供

書や看護サマリーの他、新たな書式を指定するこ

とは煩雑であり、利用率の低下を招くと考えられ

た。このことから、現実的な対策として、紹介状の

書式案を作成することとした。例えば、本書式を用

いて診療情報提供書をやり取りした際に加算を付

けることも一考である。基本シート、依頼シート合わ
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せて 40分弱ほどの処方時間とわかっているため、

400点ほどが妥当かも知れない。 

 当分担班が提案する、医療連携に必要十分と考

えられる項目を網羅した診療情報提供書の案を付

録 1（加療依頼用）、付録 2（加療報告用）として用

意した。 

 本連絡票は平時の医療連携円滑化のためのツ

ールであるが、大規模災害時など、本連絡票を準

備しておくことでいざという時に患者の情報持ち出

しが可能になることも意図していた。これについて

は、精神科病院においても電子カルテの整備が進

む昨今、紙カルテでは容易な緊急時の持ち出しが

容易ではないことも明らかになった。電子カルテシ

ステムでは入力データの紐づけがなければ、随

時、連絡票に収載項目を集約することは困難で、

印刷準備した際の保管場所・管理責任者の設置

などが必要となりそうであった。 

 

E.結論 

課題 1．本邦の救急搬送困難事例における精神

科救急的側面の実態調査（第三相） 

 今回、精神科救急に関する初の全国データを検

討することが出来た。傷病者の搬送及び受入れの

実施に関する基準の策定を通じて、精神科傷病者

の受入れ照会回数は過去の類似報告と比して大

きく改善していたが、現場滞在時間という点では課

題が残るままだった。課題 2で取り上げる JEPS-

Exなどのツールが有効かも知れない。 

消防局回答の傾向から、精神科傷病者であっ

ても一定程度身体不調を伴っている可能性があ

り、受け入れ施設において一定程度身体面の評

価や検査が出来る体制整備が必要と考えられ、常

時対応型施設では圏域内の救急告示病院と有機

的な連携が図れるようなインセンティブ設定が望ま

しい。 

救急隊が搬送する精神科傷病者を多数受け入

れている施設の機能を検討した結果、今後整備さ

れるべきは、①救命救急センターを併設する有床

精神総合病院、②地域救急医療を担う救急告示

病院に併設する無床精神科、③精神科救急入院

料認可施設などの 3つで、地域の人口規模、す

でにある医療資源などを考慮して整備が図られる

べきである。 

 

課題 2．精神科救急トリアージ＆スクリーニングツ

ールの臨床使用を通じた検証 

 新型コロナ感染症蔓延のため調査計画に支障

は出たが、限られた症例で、多数例解析が望まし

いものの貴重な知見が得られた。JEPS-Ex を構

成するメディカルクリアランスパート、簡易的精神

症状評価パート、緊急度判定（緑・黄・橙・赤）につ

いては構成妥当性が確認された。簡易的精神症

状評価より緑判定が下された場合、精神疾患の存

在が疑われたとしても外来帰宅が予想される。ま

た、緊急度判定が高くなればなるほど、精神科医

の判断する重症度も高くなる傾向が確認された。

検証作業を経て JEPS-Exのバージョンアップを

行った（付録 3-1、付録 3-2、付録 3-3）。今後は多

数例での再検証を行うことが望ましい。 

 

課題 3．身体合併精神科症例の医療連携連絡票

のエキスパートオピニオンによる検証 

 全国の精神科救急に従事する精神科医を対象

にWEB調査を実施して、連絡票の収載項目に

関する同意度を確認した結果、構成する基本シー

ト、依頼シート、報告シートのいずれも高い同意度
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を得た。過年度より進めてきた精査の結果、本連

絡票に収載される項目が、身体合併精神科症例

の医療連携を図るうえでの必要十分な情報だと理

解された。臨床にて活用可能な形を模索し、今回

は診療情報提供書の案を作成した（付録 1、付録

2）。 
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○図 

【図 1】 平成 29年搬送困難事例調査にて調査した施設機能について 
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【図 2】 救急業務記録の記録手順について 
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【図 3】Japan Emergency Psychiatry Scale – Expert opinion version（JEPS-Ex） 

 

J
a

p
a

n
 E

m
e
rg

e
n

cy
 P

s
y
ch

ia
try

 S
ca

le
 
E

x
p

e
rt o

p
in

io
n

 v
e
rs

io
n
 
_
1

.2
.4

1
.
 
 
 
 
 
ク
リ
ア
ラ
 
ス
パ
 
 
　
　
※
下
線
部
 
特
記
あ
 
ば
必
ず
特
定
す
 
こ
と

6
.
緊
 
度
判
定
 
赤
 
評
価
　
　
※
下
記
 
項
目
で
該
当
あ
 
ば
、
緊
 
徴
候
を
特
定
せ
よ

バ
イ
 
 
サ
イ
 

見
当
識

理
 
所
見

重
要
な
補
足
情
 

自
 

他
害

興
奮

ま
と
ま
ら
な
い
言
 

□
　
体
温

□
　
名
前

□
　
瞳
孔

□
　
今
 
エ
ピ
ソ
 
 
 
発
症

□
　
血
圧

□
　
 
齢

 
左
右
差
 
偏
視
 

様
式

□
　
脈
拍

□
　
 
付

□
　
 
作

 
 突
然
 
 
時
間
 

□
　
呼
吸
 

□
　
場
所

 
左
右
差
 

 
  
性
 
 
 
 

□
□
話
を
聞
か
な
い

□
幻
覚
や
妄
想

□

□
　
酸
素
化

※
ア
 
 
 
 
　
 
 
無

□
　
そ
 
他

 
 慢
性
 
週
単
 
 

□
□

※
連
続
引
き
算
　
円
滑
か
否
か
例
）
低
体
重

 /  
い
痩
疑
い

□
　
身
体
既
往
症

□

□
□
危
険
物
所
持

2
.
第
 
印
象
パ
 
 
 
 
 
 
疾
患
 
存
在
を
疑
 
か

□

※
 疑
 
 
場
 
、
患
 
 
主
訴
を
患
 
 
こ
と
ば
で
特
定
す
 
こ
と

□
□

※
重
要
な
補
足
情
 
 
 
 
 
治
 
歴
　
あ
り
－
な
し
－
不
詳

※
重
要
な
補
足
情
 
 
過
去
 
同
様
エ
ピ
ソ
 
 
　
あ
り
－
な
し
－
不
詳

□

3
.
ス
ク
リ
 
ニ
 
グ
パ
 
 

□
幻
覚
や
妄
想

※
 外
観
 
 
話
で
ひ
と
つ
ず
つ
チ
ェ
ッ
ク
し
、
ど
ち
ら
も
チ
ェ
ッ
ク
 
付
く
 
断
類
型
を
特
定
せ
よ

□
危
険
物
所
持

□
危
険
物
所
持

※
 外
観
 
 
話
 
チ
ェ
ッ
ク
項
目
が
特
定
 
 
断
類
型
 
 
致
し
な
い
場
 
、
 
 
断
類
型
特
定
不
 
 と
し
、

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
項
目
を
記
録
せ
よ

7
.
緊
 
度
判
定
 
橙
 
評
価
　
　
※
下
記
 
項
目
で
該
当
あ
 
ば
、
緊
 
徴
候
を
特
定
せ
よ

□
□

□
□

□
希
死
念
慮

幻
覚
妄
想

不
安
感

活
気
が
な
い

 
知
 
 
低
下
疑
い

□
□
被
害
 
な
言
 

□
□

□
迷
 

□
 
活
破
た
ん
 
 

□

□
□
危
険
物
所
持

□
□

□
□

□
□
攻
撃
 
言
 

□
□
危
険
物
所
持

□
酩
酊
 
 

□
危
険
物
所
持

□

□
危
険
物
所
持

気
分
障
害
圏
 
疑
い

 
知
症
圏
 
疑
い

□
危
険
物
所
持

4
.
簡
易
 
 
 
症
 
評
価
パ
 
 

8
.
緊
 
度
判
定
 
黄
 
評
価

※
部
分
 
 
 
 
／
常
時
が
ひ
と
つ
で
も
あ
 
ば
、
簡
易
 
 
は
 問
題
あ
り
 
と
せ
よ

 
緊
 
度
判
定
 
赤
 
橙
そ
し
て
緑
 
該
当
し
な
い
 
 
 
疾
患
疑
い
症
 
 

 
話
 
立

指
示
 
作

見
守
り
 
要
否

重
要
な
補
足
情
 

※
重
要
 
項
 危
険
物
所
持
が
あ
 
ば
、
緊
 
度
判
定
 橙
と
し
て
対
応
せ
よ

※
 
 
症
 
 
よ
 

※
 
 
 
項
と
し
て
、
下
記
を
特
定
せ
よ

 
　
問
題
な
し

 
　
問
題
な
し

 
　
不
要

□
　
家
族
 
付
添
い
を

□
家
族
情
 

□
□
睡
眠
や
食
 

□
□

 
　
部
分
 

 
　
部
分
 

 
　
部
分
 

要
す
る

 
　
 
 

 
　
 
 

 
　
常
時

5
.

 
記
4
. 
て
、
す
べ
て
 
問
題
な
し
 
 
場
 
、
緊
 
度
判
定
 緑
と
特
定
せ
よ

 
2
0
2
0
 
令
和
2
 
 
度
 
 
 
 
 
 
研
究
補
助
金
 
障
害
 
政
策
 
 
研
究
 
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質
向
 
と
 
 
供
給
体
制
 
最
適
化
 
資
す
 
研
究
 

分
担
研
究
 
 
 
 
 
 
と
 
 
 
 
 
 
 
連
携
体
制
強
化
 
よ
 
 
 
 
質
向
 
と
 
 
提
供
体
制
 
最
適
化
 
資
す
 
研
究
 
 
果
物

問
 
せ
 
 
立
 
 
 
構
熊
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 橋
 
聡
　
代
 
 0
9
6
-
3
5
3
-
6
5
0
1

順
序

 
 

順
序

 
 

緊 兆候

明
ら
か
 
落
ち
着
か
な
い

行
 
を
示
す
患
 
が

名
前
や
 
付
を
 
 
で
き

 
も
 
が

自
殺
企
図
 
計
画
性
 希

死
念
慮
 
持
続
性
 企
図

や
念
慮
 
経
時
 
悪
化

が
あ
 

テ
 
シ
ョ
 
 
く
話
し
続
 

て
制
止
で
き
な
い

暴
力
を
振
 
 
、
物
 
あ

た
 

言
語
 
 
穏
化
が
無
効

じ
っ
と
し
て
い
 
こ
と
が
む

ず
か
し
い

言
語
 
 身
体
 
 
威
嚇

他
人
 
は
聞
こ
え
な
い

声
 他
人
 
は
感
知
で
き

な
い
理
由
 
 
び
え
 

イ
ラ
イ
ラ
、
落
ち
着
か
な

さ
、
拒
否
 

他
害
予
 
 
危
険
物
所
持

つ
な
が
り
 
な
い
応
 
が

繰
り
返
さ
 
 

外観

奇
妙
な
印
象
を
与
え

 
乱
 
た
身
な
り
や

化
粧

そ
 
な
り
 
整
っ
て

い
 
が
く
た
び
 
た

感
じ
 
身
な
り

派
手
な
み
な
り

や
過
度
な
装
飾

品

比
較
 
清
潔
で

整
っ
た
装
い

季
節
 
 
わ
な
い
服

装

緊 兆候

直
近
 
自
 
行
為
あ

り
じ
っ
と
し
て
い
 

こ
と
が
む
ず
か

し
い

悲
観
 
で
自
分

を
責
め
 
言
 

保
護
で
き
 
人
物
が

い
な
い

月
単
 
で
持
続
し
て

い
 

 話

過
度
な
従
順
さ
／
 

や
 
や
し
た
独
り
言

 
話
 
 
 
は
 
貫

し
て
い
 
部
分
が
あ

 

訴
え
が
 
ラ
マ

チ
ッ
ク
で
派
手

こ
だ
わ
り
が
強

い
 
話
／
癇
癪

が
み
ら
 
 

見
当
は
ず
 
な
 
話

レ
ス
ポ
 
ス
が

遅
く
、
短
く
、
声

が
小
さ
い

 
 
 
 
 
情

 
経
済
 
 
 
社
 
資

源

保
護
で
き
 
人
物
が

い
な
い

判定
 
 
 
性
障
害
圏
 
疑

い
パ
 
ソ
ナ
リ
テ
 
障

害
圏
 
疑
い

自
閉
症
ス
ペ
ク
 
ラ

ム
圏
 
疑
い

患
 
 
と
っ
て
安
 

な
 
 
か



125 

 

【図 4】 平成 29年搬送困難実態調査における各種搬送人員 
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【図 5】 総務省消防庁による搬送困難事例調査の結果（平成 20年度報告書より）X2） 

 

※ オリジナルの発表データは何らかの傷病者背景を持つものとして検討され、背景の一つとして精神疾

患が含まれていたが、本図ではオリジナルデータを基に精神疾患の照会回数、現場滞在時間を算出

してまとめている。 
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【図 6】 平成 29年搬送困難事例調査における精神科傷病者現場活動の現状 
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【図 7】 平成 29年搬送困難事例調査における「搬送困難事例」事案の内訳 

 

※ 回答を寄せた各消防本部としての見解をもとにしている。 
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【図 8】 「搬送困難事例」に関係する病名やキーワード 
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【図 9】 消防局の考える搬送円滑化のための対策案（複数選択可） 
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【図 10】 消防局の考える搬送円滑化のための対策案（自由記載欄より） 
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【図 11】 対策不要と回答した消防本部に存在する医療資源について 
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【図 12】 対策不要と回答した消防本部の圏域人口について 
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【図 13】 平成 29年搬送困難事例調査における施設機能類型と該当する施設数 
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【図 14】 平成 29年搬送困難事例調査における施設機能類型と精神科傷病者受入れ数（パターン P111） 
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【図 15】 平成 29年搬送困難事例調査における施設機能類型と精神科傷病者受入れ数（パターン

P101） 
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【図 16】 平成 29年搬送困難事例調査における施設機能類型と精神科傷病者受入れ数（パターン

P001） 
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【図 17】 平成 29年搬送困難事例調査における施設機能類型と精神科傷病者受入れ数（パターン

P110） 
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【図 18】 平成 29年搬送困難事例調査の結果と同種施設全体との比較 
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【図 19】 施設類型ごとの施設数推移（平成 21年対平成 29年） 

 

  

    を らしながらも、        は       も問題を えた  
     ニ   応えてい と えら  

        から                を図 ことで、   
       は       ニ   応えてい と えら  



141 

 

【図 20】 精神－身体合併症治療地域連携連絡票の作成について 
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○表 

【表 1】精神科救急トリアージ＆スクリーニングツール検証における基本データ 

 

 n=   

年齢  均  . y SD±  .  

N  % 

 別 女 17 65.4

来 手段   車 16

  車 4

独歩 4

ヘリ 1

 明 1

  元 あ 12

  12

 明 2

疾 分     整   8

呼吸器系 5

  4

脳 経系 3

腎・泌尿器 系 3

  器系 2

特定  1

総数 主た 診断

疾 分      経認知障害群 12 9

    障害群 6 6

抑う 障害群 4 3

 経発達障害群 4 1

心的 傷お びストレス因  障害群 3 2

 安障害群 3 2

物質  障害お び嗜癖 障害群 2 2

解離 障害群 1 1

 別違和 1 0

パ ソ リ  障害群 1 0

※疾 分     に  てはdsm- に  も  、総数は、主た 診断・従た 診

断を わせたも 
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【表 2】評価時の全身状態・意識レベルなど 

 

 n=   

項目 評価数 回答率 特 あ 逸脱率

  評価 循環動態  温 26 100 7 26.9

血圧 26 100 2 7.7

脈拍 26 100 9 34.6

呼吸数 26 100 3 11.5

酸素 26 100 6 23.1

見当識 名前 26 100 6 23.1

年齢 26 100 10 38.5

 付 26 100 16 61.5

場 26 100 15 57.7

参考 飲酒 19 73.1 1 5.3

 続引算 13 50 8 61.5

理学 見 瞳孔 26 100 3 11.5

動作 26 100 4 15.4

そ 他 26 100 5 19.2

補足   既往 26 100 10 38.5

発 様式 24 92.3

数  数 週単位

7 6 11

  評価 意識レベ JCS 20 76.9

clear I II III

4 11 3 2

GCS総得点 21 80.8

ave SD

13.7 1.5

GCS重  21 80.8

mild medium severe

14 6 1

※ JCS: J p n C m  Sc  e．Iは - ～ - ，IIは -  ～ -  ，IIIは -   ～ -   を示す。

※ GCS: G  sg w C m  Sc  e．Mi dはGCS  ～  ，mediumはGCS ～  ，severeはGCS 

～ を示す。
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【表 3】救急医の JEPS-Ex評価（第一印象パート）について 

 

 

  

第 印象

    疾 

あ  

過去    

治 歴あ 

過去 同様エ

ピソ ドあ 

評価数 16 21 20

回答率 61.5 80.8 76.9

 訳 n % n % n %

あ 16 100 13 61.9 6 30

  7 33.3 6 30

 詳 1 4.8 8 40

(n=26)
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【表 4】救急医の JEPS-Ex評価（スクリーニングパート）について 

 

 

  

コ ド 定義 n

 観 psy1 奇妙 印象を与え 乱 た   や 粧 1

dep1 そ   に整って   くたび た感じ    10

pd1 派手    や過  装飾品 0

asd1 比較的清潔 整った装 3

dem1 季節に わ  服装 0

  psy2 過  従順さ／にやにや た独 言 1

dep2    容には 貫 て   分 あ 8

pd2 訴え ドラマチック 派手 2

asd2 こだわ  強   ／癇癪 み   2

dem2 見当     4

判定 PSY     障害  疑 0

DEP 抑う 障害  疑 3

PD パ ソ リ  障害  疑 0

ASD  閉 ス クトラム  疑 0

DEM 認知   疑 0

 n=   

※ psy／ SY     障害群，dep／DE :抑う 障害群，pd／ D パ ソ リ

  障害群， sd／ASD  閉 ス クトラム障害群，dem／DEM 認知障害群．

※ 例えばpsy  psy  チェック そろった場 に SY疑  判定す ．
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【表 5】救急医の JEPS-Ex評価（簡易的精神症状評価パート）について 

 

 

【表 6 】 救急医の簡易的精神症状評価と緊急度判断との関係 

  

  成立 指示動作
見守  

要否

問題  14 16  要 2

 分的 9 6  分的 17

困難 3 4 常 7

 n=   

※   成立・指示動作・見守  要否に  て，問

題  ／ 要， 分的，困難／常      を択 

式 評価．

 易的評価

総得点
n 緑判定 黄判定 橙判定 赤判定

3 2 2 0 0 0

4 11 0 4 4 3

5 3 0 2 1 0

6 4 0 3 0 1

7 2 0 0 1 1

8 1 0 0 0 1

9 3 0 1 1 1

計 26 2 10 7 7

 n=   

※ 問題  ／ 要を   点， 分的を   点，困難／常 を   点

  て総得点を算出．
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【表 7】精神科救急トリアージ＆スクリーニングツール検証における外来転帰内訳 

 

※一般入院については、身体合併症治療のため精神症状が活発であっても救命救急センター他へ入院

することがあるため、症例の精神症状の程度でもって、精神科病棟であれば医療保護入院・任意入院な

ど、どのような入院形態に相当するかを判断している 

※入院なしについて、調査施設での入院治療は不要であったが、措置入院中の紹介来院にて外来検査

後紹介元で継続入院となった症例を「本来要入院」とし、外来対応となった症例を「入院不要」としている。 

  

緊 措置／

措置  
    

   護

  
任意   般      

0 1 4 0 15 6

   護

  相当

任意  

相当

   維持

 法 み

 来

要  
   要

5 6 4 1 5
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【表 8】 救急医の緊急度判定と精神科医による外来転帰判断との関係 

 

 

【表 9】 救急医の緊急度判定と精神科医による重症度判断との関係 

 緑判定 黄判定 橙判定 赤判定 

重症比率（%） 0 33.3 42.9 57.1 

※ 精神科医による外来転帰判断のうち、外来帰宅、一般入院維持療法、一般入院任意相当を軽症とし、

一般入院医保相当、非自発入院を重症として比率を計算した． 

  

 来帰宅  般 棟      棟

維持 法 任意相当   相当 非 発  

緑判定 2 0 0 0 0

黄判定 2 1 3 2 1

橙判定 0 2 2 1 2

赤判定 1 1 1 2 2

 n=   

※  来帰宅に  ては  に    治  要 判断さ た群にて、 

  来  検査 、  元 措置  継続  った 例を除 た 例に 

 て検討 て  。

※ 維持 法 は、  的には要   あ  、   的には従来 治 

薬を継続す だ    群を意味す 。

※「任意」 は任意  、「  」 は   護  を意味す 。
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【表 10】 救急医の緊急度判定（赤）と精神科医による重症度判断との関係 

 

 

  

重  等  下 計

大項目

 計  上
2 0 2

大項目

 計 
2 3 5

計 4 3 7

※ JE S-Ex 赤判定にお  、 傷・他害・興奮・

      言動    大項目を    チェッ

ク た 計数 、    に   来転帰判断 重

 ・ 等  下   検討．

※ 重  は非 発  ・  相当、 等  下 は

任意相当、 般  維持 法、 来帰宅を意味す

 ．
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【表 11】病棟別の疾患分類（身体と精神） 

 

 

  

疾 分     

     般  来

整   8 1 5 2

呼吸器系 5 3 2 0

  4 0 3 1

脳 経系 3 0 2 1

腎・泌尿器 系 3 1 2 0

  器系 2 0 1 1

特定  1 0 0 1

疾 分     ※主た 診断

     般  来

 経認知障害群 9 3 6 0

    障害群 6 2 2 2

抑う 障害群 3 0 2 1

 経発達障害群 1 0 1 0

心的 傷お びストレス因  障害群 2 0 2 0

 安障害群 2 0 1 1

物質  障害お び嗜癖 障害群 2 0 1 1

解離 障害群 1 0 0 1
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【表 12】各入院判断における「急性かつ重症の基本要件」の出現率 

 

  

 来帰宅  般 棟      棟

維持 法 任意相当   相当 非 発  

 n=   n=   n=   n=   n=  

 学的 重  0 25.0 33.3 100 100

社 的  益 0 0 0 0 0

   展開 60.0 25.0 66.7 60.0 40.0

治   要 20.0 0 83.3 80.0 100

治  可  60.0 0 50.0 80.0 80.0

単位 %

※ 各 例  に、該当す 「    重  基 要件」を複数選択式に確認

 、各要件  来転帰判断   選択数を、各 来転帰判断 母数 除 て比率

を求めて  。

※ 来帰宅に  ては  に    治  要 判断さ た群にて、   来 

 検査 、  元 措置  継続  った 例を除 た 例に  て検討 た。

※維持 法 は、  的には要   あ  、   的には従来 治 薬を継続

す だ    群を意味す 。

※「任意」 は任意  、「  」 は   護  を意味す 。
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【表 13】救急医の緊急度判定と「急性かつ重症の基本要件」の項目数との関係 

 

 

  

基 要件項目数

緊  0 1 2 3 4 5 計

緑判定 2 0 0 0 0 0 2

黄判定 0 1 7 0 1 1 10

橙判定 2 1 0 1 3 0 7

赤判定 0 1 1 3 2 0 7

計 4 3 8 4 6 1 26
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【表 14 】 救急医の緊急度判定と「急性かつ重症の基本要件」の各項目との関係 

 

 

 

  

 学的 

重  

社 的

  益

   

展開

治  

 要 

治  

可  

n あ あ あ あ あ 

緑判定 2 0 0 0 0 0

黄判定 10 50 10 60 60 60

橙判定 7 57.1 0 57.1 57.1 57.1

赤判定 7 71.4 0 57.1 85.7 71.4

 % 
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【表 15】各入院判断における「緊急に医療的介入を要する因子」の出現率 

 

  

 来帰宅  般 棟      棟

維持 法 任意相当   相当 非 発  

 n=   n=   n=   n=   n=  

○他害・ 傷・ 律 低下 ど 20.0 0 83.3 80.0 100

他害  0 0 16.7 0 20.0

  問題 20.0 0 66.7 40.0 20.0

 律 低下 0 0 0.0 40.0 60.0

○ 係 要因 0 25.0 16.7 0 40.0

○  要因 60.0 100 100 80.0 100

初診 40.0 25.0 16.7 40.0 40.0

 断例 0 0 0 0 0

        困難 20.0 75.0 83.3 40.0 60.0

○   要因 0 0 0 0 0

○     要因 0 100 100 100 80.0

単位 %

※ 各 例  に、該当す 「緊 に  的  を要す 因子」を複数選択式に確認 、各要因

  来転帰判断   選択数を、各 来転帰判断 母数 除 て比率を求めて  。

※  来帰宅に  ては  に    治  要 判断さ た群にて、   来  検査 、 

 元 措置  継続  った 例を除 た 例に  て検討 て  。

※ 維持 法 は、  的には要   あ  、   的には従来 治 薬を継続す だ   

 群を意味す 。

※「任意」 は任意  、「  」 は   護  を意味す 。
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【表 16】基本情報シートの収載項目に関する検討 

 

※ 連絡票基本シートの各項目で、代用できない項目は多い順にカラースケール（緑）にて、同意度は同

意度の高い順にカラースケール（赤）にて表示している。 

 

  

項目 同意度

項目 N  %  ave  SD  MAX  min 

特 ない 14 25.9

(ア) 氏名 0 0.0 9.7 0.5 10 1

(イ)   月 0 0.0 9.7 0.5 10 1

(ウ) 住所 5 9.3 8.9 1.8 10 1

(エ) 緊 連絡先 15 27.8 9.5 0.9 10 1

(オ) 併存症 3 5.6 9.5 0.9 10 1

( ) 既存症 手術歴含む 2 3.7 9.2 1.2 10 1

(キ) アレ ギ 歴 6 11.1 9.3 1.1 10 1

(ク) 身長 15 27.8 8.0 2.0 10 1

( ) 体重 17 31.5 8.1 2.0 10 1

( ) 介護保険 28 51.9 8.0 1.8 10 1

(サ) かかりつ  情 33 61.1 7.7 2.0 10 1

(シ)  アマネジャ 情 37 68.5 7.2 2.0 10 1
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【表 17】 基本シートへの追加が提案された事項 

 

 

【表 18】 シート記載に要する時間 

 

 

  

  シ  追  項 

○    情 

疾患名

服薬  

薬剤副作用歴

禁忌薬品

感染症リスク ウイ ス性肝炎、HIV、COVID-19濃 接触  

○ 援  活情 

独居 無

キ パ ソ 

緊 連絡先ならび 優先順 

ペッ  無

○     情 

  形 　及び　同意 があ ば同意 及び 係性

自 他害リスク ついて

自立 援  、障害 手帳、障害  金など

記 所要時間

ave SD MAX min

  シ  17.4 9.6 60 3

依頼シ  18.2 9.0 60 3

単  分
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【表 19】 本シートを大規模災害対策として常備することについて 

 

 

【表 20】 加療依頼シートの各項目に対する同意度 

 

 

  

  
修正があ ば
  

  

  シ  39 5 10

依頼シ  35 6 13

項目 同意度

質問項目  ave  SD  MAX  min 

(ア)	   臨  断名 9.5 0.8 10 1

(イ)	身体 症 9.4 0.9 10 1

(ウ)	依頼目 9.6 0.7 10 1

(エ)	 常 活  8.5 1.5 10 1

(オ)	食 形 8.4 1.6 10 1

( )	バイ  サイ 9.1 1.2 10 1

(キ)	  情 9.3 1.0 10 1

(ク)	薬剤情 9.6 0.7 10 1

( )	    9.5 0.8 10 1

( )	頓服指示 8.5 1.6 10 1

(サ)	紹介先     情 提供  無 8.7 1.7 10 1

(シ)	飲酒歴 7.7 2.1 10 1

(ス)	喫煙歴 7.4 2.2 10 1
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【表 21】 依頼シートへの追加が提案された事項 

 

 

【表 22】 加療報告シート収載項目に関する記載率と同意度 

 

身体合併症再発時の受け入れ可能の可否など 

  

依頼シ  追  項 

簡潔な    歴など

薬剤情 

 常時 食 摂取    　１/３量 

最終排便 　 素 排便         

項目 同意度

項目 記 率  ave  SD  MAX  min 

(ア)	身体的臨床診断名 94.4 9.9 0.3 10 4

(イ)	実施治療内容 98.1 9.8 0.4 10 4

(ウ)	続発症 68.5 9.4 1.0 10 4

(エ)	経過観察上の留意点 64.8 9.6 0.7 10 4

(オ)	状態悪化時の対応 38.9 9.4 0.8 10 4

(カ)	合併症検査状況 62.3 9.3 1.0 10 4

(キ)	他科受診に関する情報 48.1 9.0 1.3 10 1

(ク)	経過中の精神状態 64.8 8.8 1.3 10 1

(ケ)	身体治療施設精神科からの情報提供の有無 59.3 8.9 1.3 10 1

(コ)	精神科救急トリアージ＆スクリーニング尺度の内容 13.0 7.0 2.4 10 1



159 

 

【表 23】精神科傷病者・自損行為傷病者、現場滞在時間区分ごとの件数 

 

※ 精神科傷病者とは救急隊判断によって主たる病態が精神科疾患であると判断されたもの 

※ 自損行為傷病者とは搬送理由が意図的な自傷行為であるものであるが、救急隊判断によって状態に

応じて急病、外傷、重篤事案他に分類されることもあるため、全ての意図的事象を含むものではない 

 

 

  

現場滞在  区分   件数   分 満
  分 上

  分 満

  分 上

  分 満

  分 上

   満

  分 上

   分

 満

   分

 上
計   分 上   分 上   分 上

件数 34,251 30,094 9,069 2,793 2,065 241 78,513 14,168 5,099 2,306

割 43.6% 38.3% 11.6% 3.6% 2.6% 0.3% 100.0% 18.0% 6.5% 2.9%

件数 8,620 12,009 3,629 1,258 867 79 26,462 5,833 2,204 946

割 32.6% 45.4% 13.7% 4.8% 3.3% 0.3% 100.0% 22.0% 8.3% 3.6%

   傷  

 損行為傷  
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○付録 

【付録 A1】 

  



161 

 

【付録 A2】 精神－身体合併症治療地域連携連絡票のエキスパートオピニオンによる検証（調査項目） 

調査協力医療機関名： 

回答医師名： 

① 基本情報シートについて 

1. 貴施設で利用している診療情報提供書や看護サマリーで代用可能ですか？ 

(ア) 完全に代用できる 

(イ) 部分的に代用できる 

(ウ) まったく代用できない 

2. 貴施設で利用している診療情報提供書や看護サマリーで代用できない項目を教えてくだ

さい 

(ア) 氏名 

(イ) 生年月日 

(ウ) 住所 

(エ) 緊急連絡先 

(オ) 併存症 

(カ) 既存症（手術歴含む） 

(キ) アレルギー歴 

(ク) 身長 

(ケ) 体重 

(コ) 介護保険 

(サ) かかりつけ医情報 

(シ) ケアマネジャー情報 

3. 身体合併症の加療を要する精神科症例の病病連携に際し、基本情報シートの各項目に

ついて掲載の必要性にどのくらい同意されますか？ 完全に同意される場合を 10、完全

に同意できない場合を 1 としてお答えください 

(ア) 氏名   （   ）点 

(イ) 生年月日   （   ）点 

(ウ) 住所   （   ）点 

(エ) 緊急連絡先   （   ）点 

(オ) 併存症   （   ）点 

(カ) 既存症（手術歴含む）  （   ）点 

(キ) アレルギー歴   （   ）点 

(ク) 身長   （   ）点 

(ケ) 体重   （   ）点 

(コ) 介護保険   （   ）点 

(サ) かかりつけ医情報  （   ）点 
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(シ) ケアマネジャー情報  （   ）点 

(ス) 他に必要な情報について  （ 自由記載 ） 

4. 先生の担当する入院症例で、身体加療を要して救急病院へ転院し、その後貴院へ再入

院となった症例につき、基本情報シートを用いて事後的にチェックと記入を行ったとして、

それに要するだろう時間を教えてください。分単位でお願いいたします。 

(ア) （  ）分 

5. 大規模災害が発生したときに備え、本シートを常に用意しておくことは可能でしょうか？ 

(ア) 可能である 

(イ) 修正があれば可能である （具体的に   ） 

(ウ) 現実的ではない  （理由：    ） 

 

② 基本情報シートについて 

1. 貴施設で利用している診療情報提供書や看護サマリーで代用可能ですか？ 

(ア) 完全に代用できる 

(イ) 部分的に代用できる 

(ウ) まったく代用できない 

2. 貴施設で利用している診療情報提供書や看護サマリーで代用できない項目を教えてくだ

さい 

(ア) 氏名 

(イ) 生年月日 

(ウ) 住所 

(エ) 緊急連絡先 

(オ) 併存症 

(カ) 既存症（手術歴含む） 

(キ) アレルギー歴 

(ク) 身長 

(ケ) 体重 

(コ) 介護保険 

(サ) かかりつけ医情報 

(シ) ケアマネジャー情報 

3. 身体合併症の加療を要する精神科症例の病病連携に際し、基本情報シートの各項目に

ついて掲載の必要性にどのくらい同意されますか？ 完全に同意される場合を 10、完全

に同意できない場合を 1 としてお答えください 

(ア) 氏名   （   ）点 

(イ) 生年月日   （   ）点 

(ウ) 住所   （   ）点 
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(エ) 緊急連絡先   （   ）点 

(オ) 併存症   （   ）点 

(カ) 既存症（手術歴含む）  （   ）点 

(キ) アレルギー歴   （   ）点 

(ク) 身長   （   ）点 

(ケ) 体重   （   ）点 

(コ) 介護保険   （   ）点 

(サ) かかりつけ医情報  （   ）点 

(シ) ケアマネジャー情報  （   ）点 

(ス) 他に必要な情報について  （ 自由記載 ） 

4. 先生の担当する入院症例で、身体加療を要して救急病院へ転院し、その後貴院へ再入

院となった症例につき、基本情報シートを用いて事後的にチェックと記入を行ったとして、

それに要するだろう時間を教えてください。分単位でお願いいたします。 

(ア) （  ）分 

5. 大規模災害が発生したときに備え、本シートを常に用意しておくことは可能でしょうか？ 

(ア) 可能である 

(イ) 修正があれば可能である （具体的に   ） 

(ウ) 現実的ではない  （理由：    ） 

 

③ 加療依頼申し送りシートについて 

1. 先生の担当する入院症例で、身体加療を要して救急病院へ転院し、その後貴院へ再入

院となった症例につき、加療依頼申し送りシートを用いて事後的にチェックと記入を行っ

たとして、それに要するだろう時間を教えてください。分単位でお願いいたします。 

(ア) （  ）分 

2. 身体合併症の加療を要する精神科症例の病病連携に際し、加療依頼申し送りシートの

各項目について掲載の必要性にどのくらい同意されますか？ 完全に同意される場合を

10、完全に同意できない場合を 1 としてお答えください 

(ア) 精神科臨床診断名  （   ）点 

(イ) 身体現症   （   ）点 

(ウ) 依頼目的   （   ）点 

(エ) 日常生活機能  （   ）点 

(オ) 食事形態   （   ）点 

(カ) バイタルサイン  （   ）点 

(キ) 検査情報   （   ）点 

(ク) 薬剤情報   （   ）点 

(ケ) 精神状態   （   ）点 
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(コ) 頓服指示   （   ）点 

(サ) 紹介先精神科への情報提供の有無 （   ）点 

※紹介先精神科とは、身体加療のために紹介した病院の精神科を意味します 

(シ) 飲酒歴   （   ）点 

(ス) 喫煙歴   （   ）点 

(セ) 他に必要な情報について （ 自由記載 ） 

3. 大規模災害が発生したときに備え、本シートを常に用意しておくことは可能でしょうか？ 

(ア) 可能である 

(イ) 修正があれば可能である （具体的に   ） 

(ウ) 現実的ではない  （理由：    ） 

 

④ 加療依頼申し送りシートについて 

1. 先生の担当する入院症例で、身体加療を要して救急病院へ転院し、その後貴院へ再入

院となった症例につき、加療依頼申し送りシートを用いて事後的にチェックと記入を行っ

たとして、それに要するだろう時間を教えてください。分単位でお願いいたします。 

(ア) （  ）分 

2. 身体合併症の加療を要する精神科症例の病病連携に際し、加療依頼申し送りシートの

各項目について掲載の必要性にどのくらい同意されますか？ 完全に同意される場合を

10、完全に同意できない場合を 1 としてお答えください 

(ア) 精神科臨床診断名  （   ）点 

(イ) 身体現症   （   ）点 

(ウ) 依頼目的   （   ）点 

(エ) 日常生活機能  （   ）点 

(オ) 食事形態   （   ）点 

(カ) バイタルサイン  （   ）点 

(キ) 検査情報   （   ）点 

(ク) 薬剤情報   （   ）点 

(ケ) 精神状態   （   ）点 

(コ) 頓服指示   （   ）点 

(サ) 紹介先精神科への情報提供の有無 （   ）点 

※紹介先精神科とは、身体加療のために紹介した病院の精神科を意味します 

(シ) 飲酒歴   （   ）点 

(ス) 喫煙歴   （   ）点 

(セ) 他に必要な情報について （ 自由記載 ） 

3. 大規模災害が発生したときに備え、本シートを常に用意しておくことは可能でしょうか？ 

(ア) 可能である 
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(イ) 修正があれば可能である （具体的に   ） 

(ウ) 現実的ではない  （理由：    ） 

 

⑤ 加療報告申し送りシートについて 

1. 先生の担当する入院症例で、身体加療を要して救急病院へ転院し、その後貴院へ再入

院となった症例につき、事後的に返信内容を確認し、加療報告申し送りシートの各項目

が情報提供書やサマリーに記載があるかをご確認ください 

(ア) 身体的臨床診断名  （ あり・なし ） 

(イ) 実施治療内容  （ あり・なし ） 

(ウ) 続発症   （ あり・なし ） 

(エ) 経過観察上の留意点  （ あり・なし ） 

(オ) 状態悪化時の対応  （ あり・なし ） 

(カ) 合併症検査状況  （ あり・なし ） 

(キ) 他科受診に関する情報  （ あり・なし ） 

(ク) 経過中の精神状態  （ あり・なし ） 

(ケ) 身体治療施設精神科からの情報提供の有無 （ あり・なし ） 

(コ) 精神科救急トリアージ＆スクリーニング尺度の内容 （ あり・なし ） 

2. 身体合併症の加療を要する精神科症例の病病連携に際し、加療報告申し送りシートの

各項目について掲載の必要性にどのくらい同意されますか？ 完全に同意される場合を

10、完全に同意できない場合を 1 としてお答えください 

(ア) 身体的臨床診断名  （   ）点 

(イ) 実施治療内容  （   ）点 

(ウ) 続発症   （   ）点 

(エ) 経過観察上の留意点  （   ）点 

(オ) 状態悪化時の対応  （   ）点 

(カ) 合併症検査状況  （   ）点 

(キ) 他科受診に関する情報  （   ）点 

(ク) 経過中の精神状態  （   ）点 

(ケ) 身体治療施設精神科からの情報提供の有無 （   ）点 

(コ) 精神科救急トリアージ＆スクリーニング尺度の内容 （   ）点 

(サ) 他に必要な情報について  （ 自由記載 ） 

 

【付録 1】 標準化された身体合併精神科症例の診療情報提供書案（加療依頼） 

（記載年月日） 

（紹介先郵便番号・住所） 
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（紹介先施設名） 

  ●● 先生 御侍史 

（紹介元施設名・郵便番号・住所） 

（紹介元代表電話・FAX番号） 

（紹介元医師名）   

診療情報提供書 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。下記

につきましてご報告・ご紹介申し上げます。 

（患者氏名）              （性別）                      （紹介元患者識別番号） 

（生年月日・年齢） 

（患者郵便番号・住所） 

（緊急連絡先 1番の氏名・電話番号・住所・続柄） 

（緊急連絡先 2番の氏名・電話番号・住所・続柄） 

傷病名 

 

併存症  糖尿病［1型/2型］・脂質異常症・高血圧症・肝疾患・腎疾患［シャント 有・無］・心疾患・ 

脳血管障害［麻痺 有・無］・他［                       ］ 

感染症   ［無／有：                   ］ 

結核既往 ［無／有：                   ］ 

既往症［含、手術歴］ 

アレルギー ［無／有：                        ］ 

※該当部分に○をつけること 

紹介目的・症状経過等 

 

（依頼目的） 

（症状経過） 

（身体現症） 

（バイタルサイン） 

（検査情報の有無や詳細） 

 

□ 紹介先精神科への情報提供（※紹介先に精神科があり別途情報提供した場合にチェック） 

＜添付書類＞ □画像情報  □検査記録  □治療計画  □その他［   ］ 

現在の処方 

（頓服指示も含む） 

その他の重要事項（※看護サマリー他の文書に記載があれば□にチェックをしてください） 

□ 身長［日付］ 
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□ 体重［日付］ 

□ 介護保険  ○未申請  ○要支援  ○要介護 １・２・３・４・５ 

□ かかりつけ医情報 1［施設名・診療科・医師名・施設住所・電話番号］ 

□ かかりつけ医情報 2［施設名・診療科・医師名・施設住所・電話番号］ 

□ かかりつけ医情報 3［施設名・診療科・医師名・施設住所・電話番号］ 

□ ケアマネジャー［施設名・担当者名・施設住所・電話番号］ 

□ 日常生活機能［ 担送・護送・独歩 ］ 

□ 現在の入院形態［ 任意・医療保護・措置・観察法 ］ 

□ 現在の精神状態［ 安定・不安定＜ 隔離・拘束 ＞］ 

□ せん妄既往[ 有・無・不詳 ] 

□ 過去における暴力行為[ 有・無・不詳 ]  有の場合直近 1か月での暴力行為[ 有・無・不詳 ] 

□ 過去における自損行為[ 有・無・不詳 ]  有の場合直近 1か月での自損行為[ 有・無・不詳 ] 

□ 問題行動［ 多飲水（水中毒）・異食・盗食・拒食・徘徊 ］ 

□ 飲酒歴［ 非飲酒・機会飲酒・有＜種類：    ，量：    ＞］ 

□ 喫煙歴［ 非喫煙・禁煙・喫煙  ＜   年，   本／日＞ ］ 
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【付録 2】 標準化された身体合併精神科症例の診療情報提供書案（加療報告） 

（記載年月日） 

（報告先郵便番号・住所） 

（報告先施設名） 

  ●● 先生 御侍史 

（報告元施設名・郵便番号・住所） 

（報告元代表電話・FAX番号） 

（報告元医師名）   

診療情報提供書 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。下記

につきましてご報告・ご紹介申し上げます。 

（患者氏名）              （性別）                      （報告元患者識別番号） 

（生年月日・年齢） 

傷病名 

（入院の原因となった身体的臨床診断） 

（入院中の続発症） 

報告目的・症状経過等 

 

（実施治療内容） 

（入院中に生じた続発症の治療内容） 

（経過観察上の留意点） 

（状態悪化時の対応や再度の受入れについて） 

 

＜添付書類＞ □画像情報  □検査記録  □治療計画  □その他［   ］ 

＜検査所見＞ □ 心電図 異常（無／有：   ）  QTc   msec 

□ 胸部レントゲン 心拡大（無／有）  異常陰影（無／有） 

□ CT検査（部位：   ）  異常所見（無／有） 

□ CT検査（部位：   ）  異常所見（無／有） 

□ 心臓超音波検査     異常所見（無／有） 

□ 尿検査           異常所見（無／有） 

□ （ 

※今回加療中に実施した最新の検査に基づいて記載すること 

現在の処方 

（頓服指示も含む） 

その他の重要事項（※該当部分に□にチェックをしてください） 
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□ 入院中の他科受診なし 

□ 入院中の他科受診あり 

○ 加療内容はこの診療情報提供書に記載あり 

○ 別途、当該科より診療情報提供書あり 

経過中の精神状態  □特記なし  □悪化あり 

Japan Emergency Psychiatry Scale – Ex（赤・橙・黄） 

見守りの要否（問題なし・部分的・困難） 

報告元施設に精神科があれば精神科からの報告書  □あり  □なし 
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【付録 3-1】 バージョンアップされた Japan Emergency Psychiatry Scale－Expert opinion version

（JEPS-Ex 2.0） ＜全体＞ 
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※
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※
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、
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【付録 3-2】 バージョンアップされた Japan Emergency Psychiatry Scale－Expert opinion version

（JEPS-Ex 2.0） ＜1/2頁＞ 

 

  

Japan Emergency Psychiatry Scale Expert opinion version _2.0

1.      クリアラ スパ  ※下線部 特記あ ばチェックを  詳細記 す こと

バイ  サイ 見当識 理 所見 重要な補足情 

□　体温 ［          ］ □　名前 ［          ］ □　瞳孔 □　今 エピソ   

□　血圧 ［          ］ □　 齢 ［          ］  左右差 偏視 発症様式

□　脈拍 ［          ］ □　 付 ［          ］ □　四肢 作   突然  時間  

□　呼吸 ［          ］ □　場所 ［          ］  左右差 他    性     

□　酸素化 ［          ］ ※ア    　  / 無 □　そ 他   慢性 週単  

※連続引き算　円滑 / 失敗   低体重 /  い痩疑い □　身体既往症

［                    ］

2. 第 印象パ      疾患 存在を疑 か
□ 疑 ※ 疑  場 、患  主訴を患  ことば［　　　　　　　］で特定し、 下も確 

□ 疑わない 終了 ※重要な補足情     治 歴　あり－なし－不詳

※重要な補足情  過去 同様エピソ  　あり－なし－不詳

3. スクリ ニ グパ  
※ 外観  話でひとつずつチェックし、どちらもチェック 付く 断類型を特定せよ

※ 外観  話 チェック項目が特定  断類型  致しない場 、  断類型特定不  とし、

チェックさ た項目を記録せよ

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

気分障害圏 疑い  知症圏 疑い

4. 簡易   症 評価パ  　
※部分    ／常時がひとつでもあ ば、簡易  は 問題あり とせよ

 話 立 指示 作 見守り 要否 重要な補足情 
※  症  起 す 

 　問題なし  　問題なし  　不要 □　家族 付添いを

 　部分  　部分  　部分 要す 

 　   　   　常時

5. □ 緊 度判定 緑  記4. て、すべて 問題なし  場 、緊 度判定 緑と特定せよ

そ でない場 、順序6 降  むこと

順序   

季節  わない服
装

外
観

奇妙な印象を与え
 乱 た身なりや
化粧

整ってい がくた
び た感じ 身な
り

派手なみなり
や過度な装飾
品

比較 清潔で
整った装い

 
話

過度な従順さ／ 
や やした独り言

 話  は 貫し
てい 

訴えが ラマ
チックで派手

こだわりが強
い 話／癇癪
がみら  

見当はず な 話

判
定

   性障害圏 疑
い

パ ソナリテ 障
害圏 疑い

自閉症スペク ラ
ム圏 疑い



172 

 

【付録 3-3】 バージョンアップされた Japan Emergency Psychiatry Scale－Expert opinion version

（JEPS-Ex 2.0） ＜2/2頁＞ 

 

 

6. □ 緊 度判定 赤 評価 ※自  他害 興奮 まとまらない言  該当す ば、緊 徴候を特定せよ

□ 自 □ 他害 □ 興奮 □ まとまらない言 

□ □ 話を聞かない □ 幻覚や妄想 □

□ □ 言語  穏化が無効 □

□

□ □

□

□ 幻覚や妄想

□ 危険物所持 □ 他害予  危険物所持 □ 危険物所持 □ 危険物所持

7. □ 緊 度判定 橙 評価 ※希死念慮 幻覚妄想 不安感 活気がない  知  低下疑い 該当す ば、緊 徴候を特定せよ

□ 希死念慮 □ 幻覚妄想 □ 不安感 □ 活気がない □  知  低下疑
□ □ 被害 な言 □ □ □ 迷 

□ □  活破たん  □

□ 攻撃 言 □

□ 酩酊  

□

□ 危険物所持 □ 危険物所持 □ 危険物所持 □ 危険物所持 □ 危険物所持

8. □ 緊 度判定 黄 評価  緊 度判定 赤 橙そして緑 該当しない   疾患疑い症  

※重要 項 危険物所持があ ば、緊 度判定 橙として対応せよ

※   項として、下記を特定せよ

□ 家族情 □ □ 睡眠や食 □ □

順序   

緊
 
兆
候

明らか 落ち着かない
行 を示す患 が、
 下を示す

自殺企図 計画性 希
死念慮 持続性 企図
や念慮 経時 悪化
があ 

テ ショ  く話し続 
て制止できない

緊
 
兆
候

直近 自 行為あ
り

じっとしてい 
ことがむずか
しい

じっとしてい ことがむ
ずかしい

他人 は聞こえない
声 他人 は感知でき
ない理由 怯え 

イライラ、落ち着かな
さ、拒否 

言語  身体  威嚇

※危険物所持を め 場

 、警察官  も 慮

※危険物所持を め 場

 、警察官  も 慮

悲観 で自分
を責め 言 

月単 で持続して
い レスポ スが

遅く、短く、声
が小さい

保護でき 人物が
いない

保護でき 人物が
いない

名前や 付を  でき
 患 が、
 下を示す

暴力を振  、物 
あた 

※危険物所持を め 場 、警察

官  も 慮

※危険物所持を め 場 、警察

官  も 慮

※危険物所持を め 場 、警察

官  も 慮

※危険物所持を め 場 、

警察官  も 慮

つながり ない応 が
繰り返さ  

経済   社
 資源

    
 情 患  とって

安 な  か

※危険物所持を め 場

 、警察官  も 慮

※危険物所持を め 場

 、警察官  も 慮

※危険物所持を め 場

 、警察官  も 慮


